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2 2024年 6月号

木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
、
耐
震
改
修
の

木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
、
耐
震
改
修
の

補
助
制
度
を
拡
充
し
ま
す

補
助
制
度
を
拡
充
し
ま
す

◆補助金の対象者
耐震診断で総合評点が1.0未満の市
内の木造住宅を所有し、住んでいる
市民の人
市税などに滞納がない人
　
※そのほか条件あり

市の補助を受けて耐震改修をするには、相談会に参加の上、耐震診断をして、
診断結果に基づいて耐震設計などを行う必要があります。

補助制度は①耐震診断 ②耐震改修 ③防災ベッド の３種類があります。
住宅の建築年などにより補助制度が受けられない場合があります。
以下のフロー図で確認してください。

元日に発生した能登半島地震によりたく
さんの木造住宅が被害を受けました。
地震に備えてお住まいの木造住宅の耐震
性について再度確認してみましょう。

耐震改修工事
補助金
最大 150万円

　

　
建
設
課

　
　
　
☎
33
―
１
１
０
１

住まいの
無料相談会

補助対象外

耐震化完了

③防災ベッド

補助対象外
現在の耐震基準で建てられた住宅のため

耐震診断 耐震診断設計、耐震改修工事

平成12年5月31日以前に
着工された木造住宅

木造住宅耐震診断の結果が
総合評点で1.0未満

②耐震改修設計など

耐震改修設計、監理、工事
または防災ベッドの補助対象

　住まいの無料相談会
　　※事前予約制

平成12（西暦2000年）年6月1日
以後に着工された木造住宅

木造住宅耐震診断の結果が
総合評点で1.0以上

①耐震診断

耐震診断
補助金
最大10万円
木造住宅耐震診断
費用の３分の２　

総合評点とは？
建物の耐震性を客観的に示す数値です。
例えば総合評点が0.4の家は震度６弱
で倒壊する可能性が高いですが、総合
評点が1.0の場合、同じ震度６弱でも倒
壊や崩壊の可能性が低くなり、安全に
避難できる可能性が高まります。

耐震改修設計、監理、工事費用の３分の２



32024年 6月号

防災ベッドの費用の一部を補助します防災ベッドの費用の一部を補助します

①道路に面していて高さが1.2ｍを超えるもの。
② コンクリートブロック、石、レンガ造の塀。

そのほかの組造の塀。
③ 市が「ブロック塀の診断カルテ」において危

険と判断したもの（事前調査で判定）。
以上3点すべてに当てはまる塀が対象です。

① ブロック塀を所有または管理している人で
市内に住所を有する個人

②市税に滞納がない
③過去にこの補助金をうけていない
以上３点すべてに当てはまる人が対象です。

防災ベッド
補助金

最大 15万円
購入費用の３分の２の額

ブロック塀
補助金

最大 10万円

①撤去費用にかかった額の２分の１
　　または
②撤去面積（㎡）×１万円の２分の１
　　どちらか少ない方の額

◆補助金の対象者

◆補助対象の防災ベッド

耐震診断で総合評点が1.0未満の市内の
木造住宅を所有し、住んでいる市民の人
市税などに滞納がない人
※そのほか条件あり

公的機関などにより安全性の評価を受けたベッド
※そのほか条件あり

平成30年に発生した地震によりブロック塀が倒壊し通行人が犠牲になる事故が起こ
りました。身の回りのブロック塀に倒壊のおそれがないか、再確認してみましょう。

□ 塀の高さが2.2m以上ある
□ 控え壁がない
□ 塀の厚さが10㎝ない（2ｍ超えの塀は15㎝）
□ コンクリート基礎がない
□ 傾きやひび割れがある　
□ 鉄筋が入っていない
□   地中に埋まっている基礎部分（根入れ）が20㎝以下

である

倒壊などのおそれがある
危険なブロック塀とは？

◆補助対象のブロック塀

◆補助金の対象者　

補
助
金
取
得
の
フ
ロ
ー

市
に
申
込
み

事
前
調
査

申　
　
請

実
績
報
告

補
助
金
の
請
求

補
助
金
振
込

ブ
ロ
ッ
ク
塀
撤
去

交
付
決
定
通
知
が

届
い
た
ら

金
額
確
定
通
知
が

届
い
た
ら

危
険
な
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の

危
険
な
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の

撤
去
費
を
一
部
補
助
し
ま
す

撤
去
費
を
一
部
補
助
し
ま
す

パンフレット「地震からわが家を守ろう」日本建築防災協会　
2013.1　をもとに国土交通省において一部変更



4 2024年 6月号

市
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
！

市
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
！

新
た
な
機
能
を
追
加

　

　
秘
書
広
報
課

　
　
　
☎
33
―
１
０
０
２

フ
ォ
ロ
ー
配
信
機
能

　
子
ど
も
の
月
齢
に
合
わ
せ
た
子
育
て
情

報
を
タ
イ
ム
リ
ー
に
配
信
し
ま
す
。

　

ト
ー
ク
画
面
下
部
に
あ
る「
リ
ッ
チ
メ

ニ
ュ
ー
」の
右
下
に
あ
る「
受
信
設
定
」を
タ
ッ

プ
し
、
案
内
に
従
っ
て
入
力
し
て
く
だ
さ
い
。

設
定
す
る
項
目

●
基
本
設
定

●
ご
み
出
し
通
知
設
定

●
子
育
て
情
報
配
信
設
定

　
そ
れ
ぞ
れ
１
～
２
分
程
度
で
出
来
ま

す
！

　
右
の
二
次
元
コ
ー
ド
か
ら
友
だ
ち
追
加

を
お
願
い
し
ま
す
。

　
友
だ
ち
追
加
を
す
る
と
右

の
よ
う
に
挨
拶
メ
ッ
セ
ー
ジ

が
配
信
さ
れ
ま
す
。
下
部
の

３
つ
か
ら
受
信
設
定
を
お
願

い
し
ま
す
。

　

利
用
者
が
選
択
し
た

欲
し
い
情
報
だ
け
が
届
き

ま
す
。

　
令
和
４
年

　
令
和
４
年
1212
月
か
ら
公
開
し
て
い
た「
市
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
」を
、
こ
の
５
月
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

月
か
ら
公
開
し
て
い
た「
市
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
」を
、
こ
の
５
月
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

し
ま
し
た
。
追
加
さ
れ
た
機
能
は
次
の
と
お
り
で
す
。

し
ま
し
た
。
追
加
さ
れ
た
機
能
は
次
の
と
お
り
で
す
。定

期
配
信
機
能

セ
グ
メ
ン
ト

配
信
機
能

既
に
友
だ
ち
追
加
し
て
く
れ

て
い
る
人
は
、
受
信
設
定
を

お
願
い
し
ま
す

ま
だ
友
だ
ち
追
加
し
て
い
な

い
人
は
、
こ
の
機
会
に
！

友
だ
ち
追
加
し
て
、
日
々
の

生
活
を
よ
り
豊
か
に
し
て
い

き
ま
し
ょ
う
！



52024年 6月号

新
体
制
が
始
ま
り
ま
し
た

南
房
総
市
消
防
団

各
支
団
の
体
制
は
次
の
と
お
り（

敬
称
略
）

　
消
防
防
災
課

	

☎
33
―
１
０
５
２

　

令
和
６
年
４
月
１
日
、
南
房
総
市
消
防

団
の
辞
令
交
付
式
が
行
わ
れ
、
団
長
に
新
井

英
明
さ
ん（
千
倉
町
忽
戸
）、
副
団
長
に
佐
久

間
真
一
さ
ん（
和
田
町
中
三
原
）、
山
田
隆
治

さ
ん（
富
浦
町
原
岡
）が
就
任
し
ま
し
た
。

第
１
支
団（
富
浦
地
区
）

　
　
支
団
長
　
　
渡
邊
　
　
大

　
　
副
支
団
長
　
田
中
　
泰
夫

　
　
副
支
団
長
　
和
泉
澤
　
充

第
２
支
団（
富
山
地
区
）

　
　
支
団
長
　
　
青
木
　
芳
和

　
　
副
支
団
長
　
小
芝
　
寛
海

　
　
副
支
団
長
　
若
林
　
祐
司

第
４
支
団（
白
浜
地
区
）

　
　
支
団
長
　
　
林
　
　
　
暁

　
　
副
支
団
長
　
保
田
　
勝
実

　
　
副
支
団
長
　
森
　
盾
一
郎

第
６
支
団（
丸
山
地
区
）

　
　
支
団
長
　
　
小
島
　
　
盛

　
　
副
支
団
長
　
加
瀬
　
弘
道

　
　
副
支
団
長
　
青
木
　
啓
文
　　

第
５
支
団（
千
倉
地
区
）

　
　
支
団
長
　
　
佐
野
　
博
之

　
　
副
支
団
長
　
三
田
　
幸
信

　
　
副
支
団
長
　
山
本
　
俊
也

第
７
支
団（
和
田
地
区
）

　
　
支
団
長
　
　
小
泉
　
哲
也

　
　
副
支
団
長
　
小
滝
　
智
也

　
　
副
支
団
長
　
真
田
　
和
宏

第
３
支
団（
三
芳
地
区
）

　
　
支
団
長
　
　
小
芝
　
剛
史

　
　
副
支
団
長
　
軽
込
　
祐
輔

新井団長

渡邊支団長青木支団長

小芝支団長

佐野支団長小島支団長小泉支団長

林支団長

佐久間副団長山田副団長
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非常食（保存食、缶詰など）
防災用ヘルメット・防災ずきん
服装（衣類・下着（２～３組）、雨具など）
救急用品（絆創膏、包帯、消毒液、お薬手帳、常備薬など）
身分証明書（免許証、マイナンバーカード、保険証など）
防寒対策（使い捨てカイロ、ブランケットなど）
照明器具（懐中電灯、ろうそくなど）
情報端末（携帯ラジオ、予備乾電池、充電器など）
軍手、筆記用具（ノート、鉛筆など）、上履き、貴重品（通帳、印鑑、現金など）
感染症対策（マスク、アルコールウェットティッシュ、体温計など）
乳幼児のいる家庭は、粉ミルク、哺乳瓶、紙おむつ、お尻ふきなど
カセットコンロ、予備のボンベ、トイレットペーパーなど

【食糧品】（１人３日分を目安に‼）
食糧品９食分（レトルト米飯、即席麺、缶詰、レトルトスープ、チョコレートなど）、
飲料水９リットル（１日３リットルを３日分）

各世帯で事前に準備しておきたい備蓄品（参考）

災
害
に
備
え
て

　
近
年
、
大
雨
や
台
風
、
地
震
な
ど
の
大
き

な
被
害
を
も
た
ら
す
災
害
が
日
本
各
地
で
発

生
し
て
い
ま
す
。

　
台
風
が
通
り
過
ぎ
る
ま
で
の
間
、
避
難
所

で
過
ご
す
よ
う
な「
短
期
避
難
」を
行
う
場
合

で
も
、
避
難
中
の
食
べ
物
や
、
寝
る
た
め
の

毛
布
な
ど
、
各
自
が
使
用
す
る
生
活
用
品
を

持
参
で
き
る
よ
う
に
備
え
ま
し
ょ
う
。

「
避
難
」と
は

　
　
　
　
「
難
」を「
避
」け
る
こ
と

　
自
宅
で
の
安
全
確
保
が
可
能
な
人
は
、
リ

ス
ク
を
負
っ
て
ま
で
避
難
場
所
に
行
く
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
は
、
扱
い

が
第
５
類
相
当
と
な
り
ま
し
た
が
、
依
然
と

し
て
感
染
力
は
強
い
状
態
で
す
。

　
避
難
所
で
の
感
染
拡
大
を
防
ぐ
た
め
、
マ

ス
ク
や
体
温
計
、
使
い
捨
て
ス
リ
ッ
パ
な
ど

の
室
内
履
き
も
持
参
し
、
自
身
を
感
染
か
ら

守
る
よ
う
心
が
け
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
避
難
所
で
の
飛
沫
感
染
防
止
対
策
や

パ
ー
ソ
ナ
ル
空
間
を
確
保
す
る
た
め
に
、
簡

易
テ
ン
ト
を
持
ち
込
み
す
る
場
合
に
は
、
縦

災
害
へ
の
備
え
は
で
き
て
い
ま
す
か
？

　
消
防
防
災
課

	

☎
33
―
１
０
５
２

横
２
ｍ
10
㎝
ま
で
の
サ
イ
ズ
な
ら
持
ち
込
み

可
能
で
す
。

　
そ
の
ほ
か
感
染
の
疑
い
の
あ
る
人（
発
熱

や
倦
怠
感
な
ど
）は
、
周
囲
の
避
難
者
へ
の

２
次
感
染
を
防
ぐ
た
め
に
も
指
定
避
難
所
で

は
な
く
、
自
宅
の
安
全
な
場
所
や
車
中
で
の

避
難
も
検
討
し
て
く
だ
さ
い
。

ブ
ル
ー
シ
ー
ト
や
土
の
う
袋
は

各
自
で
用
意
を
！

　
大
き
な
災
害
が
発
生
す
る
と
ブ
ル
ー
シ
ー

ト
や
土
の
う
袋
が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
い
ざ
欲
し
い
時
に
お
店
に
行
っ
た

ら
、
売
り
切
れ
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
十

分
、
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
お
店
に
商
品
が
あ
る
う
ち
に
各
自
で
準
備

し
、
も
し
も
の

時
の
た
め
に
備

蓄
し
て
お
き
ま

し
ょ
う
。

防災
特集



72024年 6月号

自
宅
に
あ
る
戸
別
受
信
機
は

　
　
　
　
受
信
で
き
て
い
ま
す
か
？

　

戸
別
受
信
機
は
、
市
が
発
表
す
る
防
災

情
報
や
避
難
情
報
を
い
ち
早
く
受
け
取
る
た

め
の
重
要
な
ツ
ー
ル
で
す
。

　
戸
別
受
信
機
が
機
能
し
て
い
る
か
確
認
の

た
め
、
毎
日
、
午
前
７
時
、
正
午
、
午
後
５

時
に
メ
ロ
デ
ィ
の
試
験
放
送
を
行
っ
て
い
ま

す
。
メ
ロ
デ
ィ
が
流
れ
て
い
な
い
場
合
は
、

電
波
が
受
信
で
き
て
い
な
い
か
、
受
信
機
本

体
の
故
障
の
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　
戸
別
受
信
機
の
調
子
が
悪
い
、
音
が
鳴
ら

な
い
な
ど
の
症
状
が
見
ら
れ
た
ら
、
消
防
防

災
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
消
防
防
災
課　
☎
33	
―	

１
０
５
２

避
難
所
混
雑
状
況
が

　
　
　
　
　
　
確
認
で
き
ま
す

　
避
難
所
に
向
か
っ
た
の
に
混
雑
ま
た
は
満

員
に
な
っ
て
い
て
、
別
の
避
難
所
に
移
動
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
た
状
況
を
避
け

る
た
め
、
混
雑
状
況
見
え
る
化
サ
ー
ビ
ス

（
Ｖ
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｎ
）を
導
入
し
て
い
ま
す
。

　
避
難
を
す
る
際
に
事
前
に
混
雑
状
況
を
確

認
し
、
空
い
て
い
る
避
難
所
に
向
か
う
目
安

と
し
て
く
だ
さ
い
。

災
害
時
に

　
　
　
情
報
を
発
信
し
て
い
ま
す

　
市
で
は
、
防
災
行
政
無
線
の
ほ
か
に
、
登

録
制
メ
ー
ル
に
よ
る
情
報
発
信
や
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
活
用
し
た
情
報
発
信
も

行
っ
て
い
ま
す
。

安
全
安
心
メ
ー
ル
登
録
手
順

　

災
害
時
に
気
象
情
報
発
表
や
避
難
所
開

設
情
報
を
発
信
す
る
安
全
安
心
メ
ー
ル
を
登

録
し
ま
し
ょ
う
。　

　
登
録
す
る
ア
ド
レ
ス
は
次
の
通
り
で
す
。

※	

迷
惑
メ
ー
ル
の
設
定
に
よ
っ
て
、
受
信
で

き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
携
帯
端

末
の
受
信
許
可
設
定
の
確
認
を
お
願
い
し

ま
す
。

　
新
規
登
録
の
人
、
登
録
内
容
の
変
更
を
し

た
い
人
は
、
二
次
元
コ
ー
ド
か
ら
読
み
込
ん

だ
ア
ド
レ
ス
に
空
メ
ー
ル
送
信
を
お
願
い
し

ま
す
。

避難所混雑状況
見える化サービス

二次元コード

安全安心メール登録用二次元コード

受信許可登録する
メールアドレス

minamiboso-
city@raiden3.
ktaiwork.jp

※二次元コードが読み取れない時は、
以下のアドレス

「bousai.minamiboso-city@raiden3.
ktaiwork.jp」

  を直接、入力してください。

戸
別
受
信
機
の
よ
く
あ
る
相
談

Ｑ
１　

 

放
送
が
流
れ
た
あ
と
、「
ピ
ッ
、

ピ
ッ
、
ピ
ッ
…
」と
音
が
鳴
っ
て
止

ま
ら
な
い
。

Ａ
１　

	

戸
別
受
信
機
の
中
に
、
非
常
時
に

持
ち
出
し
て
避
難
先
で
放
送
を
受

信
で
き
る
よ
う
乾
電
池（
単
一
電
池

２
本
）が
入
っ
て
い
ま
す
。
中
に

入
っ
て
い
る
乾
電
池
が
古
く
な
っ
て

き
て
い
る
こ
と
を
知
ら
せ
る
通
知

音
な
の
で
、
電
池
を
新
し
い
も
の

に
交
換
し
て
く
だ
さ
い
。
本
体
正

面
に
あ
る
乾
電
池
と
表
示
さ
れ
て

い
る
部
分
が
赤
く
点
灯
す
れ
ば
、

正
し
く
電
池
を
セ
ッ
ト
で
き
て
い

ま
す
。

Ｑ
２　

 

放
送
が
流
れ
た
あ
と
、
録
音
と
表

示
さ
れ
た
部
分
の
ラ
ン
プ
が
点
滅

を
繰
り
返
し
て
い
る
。

Ａ
２　

	

戸
別
受
信
機
は
、
過
去
の
放
送
を

10
件
ま
で
録
音
す
る
機
能
が
あ
り

ま
す
。
ラ
ン
プ
の
点
滅
は
録
音
数

が
最
大
ま
で
録
音
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
知
ら
せ
る
た
め
の
も
の
で
す
。

点
滅
を
解
消
す
る
に
は
、
本
体
正

面
右
側
に
あ
る【
再
生
／
次
へ
】の

ボ
タ
ン
を
音
が
変
わ
る
ま
で
、
連

続
し
て
押
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。
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②	

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
な
ど
に
よ
り
、
住
民

票
を
本
市
で
は
な
い
市
区
町
村
に
置
い
た

ま
ま
、
本
市
か
ら
児
童
手
当
を
受
給
し
て

い
る
受
給
者

③	

支
給
要
件
児
童
の
戸
籍
や
住
民
票
が
な
い

受
給
者

④	

法
人
で
あ
る
未
成
年
後
見
人
、
施
設
な
ど

の
受
給
者

⑤	

そ
の
ほ
か
、
市
か
ら
提
出
の
案
内
が
あ
っ

た
受
給
者

　
提
出
が
な
い
場
合
に
は
、
６
月
分
以
降

の
手
当
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

お
知
ら
せ

　

令
和
６
年
10
月
に
児
童
手
当
法
制
度
の

改
正
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
詳
細
が
決
ま

り
次
第
、
広
報
紙
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
お
知

ら
せ
す
る
予
定
で
す
。

　

児
童
手
当
の
各
種
手
続
き
は
、
マ
イ
ナ

ポ
ー
タ
ル
の「
ぴ
っ
た
り
サ
ー
ビ
ス
」を
利
用

し
て
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
す
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。
詳
し
く
は
、
ぴ
っ
た
り
サ
ー
ビ
ス
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

趣
旨

　
児
童
を
養
育
し
て
い
る
人
に
手
当
を
支
給

す
る
こ
と
に
よ
り
、
家
庭
に
お
け
る
生
活
の

安
定
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、
次
代
の
社
会

を
担
う
児
童
の
健
や
か
な
育
ち
を
応
援
す
る

こ
と
を
目
的
に
し
て
い
ま
す
。

支
給
対
象

　

市
内
に
住
所
を
有
し
、
中
学
校
修
了
前

（
15
歳
到
達
後
最
初
の
３
月
31
日
）ま
で
の

児
童
を
養
育
し
て
い
る
人

支
給
額

　
３
歳
未
満
／
一
律	

１
万
５
千
円

　
３
歳
以
上
小
学
校
修
了
前

　
　
第
１
子
・
２
子	

１
万
円

　
　
第
３
子
以
降	

１
万
５
千
円

　
中
学
生
／
一
律	

１
万
円

※	

児
童
を
養
育
し
て
い
る
人
の
所
得
が
表
の

①
以
上
②
未
満
の
場
合
、
法
律
の
附
則
に

基
づ
く
特
例
給
付（
児
童
1
人
当
た
り
月

額
一
律
５
，
０
０
０
円
）を
支
給
し
ま
す
。

な
お
、
児
童
を
養
育
し
て
い
る
人
の
所
得

が
②
以
上
の
場
合
、
児
童
手
当
な
ど
は

支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
収
入
額
の
目
安
は
給
与
収
入
の
み
で
計
算

し
て
お
り
、
あ
く
ま
で
目
安
に
な
り
ま
す
。

児
童
手
当
制
度
の
ご
案
内
　
子
ど
も
教
育
課

　
　
☎
46
―
２
９
３
６

実
際
は
、
様
々
な
控
除
を
し
た
後
の
所
得
額

で
確
認
し
ま
す
。

  ①所得制限限度額 ②所得上限限度額
扶養親族
などの人数

所得額
（万円）

収入額の目安
（万円）

所得額
（万円）

収入額の目安
（万円）

０人 ６２２ ８３３. ３ 　	８５８ １, ０７１
１人 ６６０ ８７５. ６ 　	８９６ １, １２４
２人 ６９８ ９１７. ８ 　	９３４ １, １６２
３人 ７３６ ９６０ 　	９７２ １, ２００
４人 ７７４ １, ００２ １, ０１０ １, ２３８
５人 ８１２ １, ０４０ １, ０４８ １, ２７６

支
給
時
期

　
原
則
と
し
て
、
毎
年
６
月
、
10
月
、
２
月

の
10
日
に
そ
れ
ぞ
れ
の
前
月
分
ま
で
を
支
給

し
ま
す（
10
日
が
土･

日･

祝
日
の
場
合
は
直

前
の
平
日
と
な
り
ま
す
）。

支
給
手
続
き

認
定
請
求

　
お
子
さ
ん
が
生
ま
れ
た
場
合
や
、
ほ
か
の

市
区
町
村
か
ら
転
入
し
た
場
合
に
は
、
市
の

窓
口（
公
務
員
の
場
合
は
勤
務
先
）に「
認
定

請
求
書
」の
提
出
が
必
要
で
す
。

　
市
の
認
定
を
受
け
れ
ば
、
原
則
と
し
て
申

請
し
た
月
の
翌
月
分
の
手
当
か
ら
支
給
し
ま

す
。

認
定
請
求
に
必
要
な
書
類

◦
請
求
者
の
健
康
保
険
証

◦
請
求
者
名
義
の
通
帳

◦
請
求
者
の
個
人
番
号
カ
ー
ド
ま
た
は
記
載

　

	

事
項
に
変
更
履
歴
の
な
い
通
知
カ
ー
ド

と
身
元
確
認
書
類（
運
転
免
許
証
な
ど
）

　
※	

そ
の
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
て
提
出
書
類

が
追
加
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

現
況
届
の
提
出
が
必
要
な
人

次
の
人
は
、
提
出
が
必
要
で
す

（
提
出
先　
子
ど
も
教
育
課
）

①	

離
婚
協
議
中
で
配
偶
者
と
別
居
し
て
い
る

受
給
者

マイナポータル
「ぴったりサービス」
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が
18
万
円
未
満
の
人
は
、
市
が

郵
送
し
た
納
付
書
か
、
口
座
振

替
で
納
め
て
く
だ
さ
い
。

　
納
期
は
年
８
回
で
す
。

　
口
座
振
替
に
す
る
場
合
は
、

金
融
機
関
で
手
続
き
が
必
要
で

す
。

　
普
通
徴
収
の
納
付
書
は
、
金

融
機
関
、
市
役
所
窓
口
の
ほ

か
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

で
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　
ま
た
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決

済
ア
プ
リ
を
利
用
し
て
、
納
付

書
の
バ
ー
コ
ー
ド
を
読
み
取
り

納
付
す
る「
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ	

Ｐ
ａ
ｙ
」

「
Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
」「
ｄ
払
い
」

「
ａ
ｕ
Ｐ
Ａ
Ｙ
」「
Ｐ
ａ
ｙ
Ｂ
」で

も
納
付
が
可
能
で
す
。

65歳以上の人へ 介護保険料のお知らせ 　高齢者支援課　
　　☎３６－１１５２

令和６年度普通徴収の納期限
期別 納期限 期別 納期限
１期 ７ 月 31 日 ５期 12 月 ２ 日
２期 ９ 月 ２ 日 ６期 12 月 25 日
３期 ９ 月 30 日 ７期 １ 月 31 日
４期 10 月 31 日 ８期 ２ 月 28 日

介護保険料の決まり方
　65歳以上の人の介護保険料は、本人の所得や同じ世帯の人の市町村民税の課税状況などに応じて決定します。
所得段階区分 対　象　者 保険料年額

第 1 段階
●生活保護を受給している人
●老齢福祉年金の受給者で、世帯全員が市町村民税非課税の人
●	世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額＋課税年金収入
額が 80万円以下の人

	19,200 円

第 2 段階 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額＋課税年金収入額
が 80万円を超え 120 万円以下の人 	32,600 円

第 3 段階 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額＋課税年金収入額
が 120 万円を超える人 	46,100 円

第 4 段階 世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税で、本
人の前年の合計所得金額＋課税年金収入額が 80万円以下の人 	60,500 円

第 5 段階
（基準額）

世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税で、本
人の前年の合計所得金額＋課税年金収入額が 80万円を超える人

	67,200 円
（月額 5,600 円）

第 6 段階 本人に市町村民税が課税されていて、前年の合計所得金額が 120 万円未満の人 	80,700 円

第 7 段階 本人に市町村民税が課税されていて、前年の合計所得金額が 120 万円以上 210
万円未満の人 	87,400 円

第 8 段階 本人に市町村民税が課税されていて、前年の合計所得金額が 210 万円以上 320
万円未満の人 100,800 円

第 9 段階 本人に市町村民税が課税されていて、前年の合計所得金額が 320 万円以上 420
万円未満の人 114,300 円

第 10 段階 本人に市町村民税が課税されていて、前年の合計所得金額が 420 万円以上 520
万円未満の人 127,700 円

第 11 段階 本人に市町村民税が課税されていて、前年の合計所得金額が 520 万円以上 620
万円未満の人 141,200 円

第 12 段階 本人に市町村民税が課税されていて、前年の合計所得金額が 620 万円以上 720
万円未満の人 154,600 円

第 13 段階 本人に市町村民税が課税されていて、前年の合計所得金額が 720 万円以上の人 161,300 円
（注）合計所得金額について
・ 第１段階から第５段階　給与所得が含まれる場合、給与所得金額は、所得税法の規定に基づき計算した額（租税特別措置法の規定に

よる所得金額調整控除の適用がある場合は、その適用前の額）から１０万円を控除した額。
・第１段階から第５段階については、年金収入に係る所得を控除した額。
・土地売却等に係る特別控除がある場合は、合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額。

　
65
歳
以
上
の
人
の
介
護
保
険

料
は
、
市
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

用
が
ま
か
な
え
る
よ
う
算
出
さ

れ
た「
基
準
額
」を
も
と
に
、
所

得
に
応
じ
て
段
階
的
に
決
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

　
令
和
６
年
度
の
介
護
保
険
料

は
下
表
の
と
お
り
で
す
。

　
第
９
期
計
画
期
間
に
お
け
る

国
の
介
護
保
険
料
の
標
準
段
階

は
、
こ
れ
ま
で
の
９
段
階
か
ら

13
段
階
に
変
更
さ
れ
た
た
め
、

本
市
で
も
13
段
階
に
し
ま
し

た
。
な
お
、
介
護
保
険
料
軽
減

強
化
と
し
て
、
第
１
段
階
か
ら

第
３
段
階
ま
で
の
保
険
料
の
軽

減
措
置
が
実
施
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

介
護
保
険
料
額
決
定
通
知

書
を
普
通
徴
収
は
７
月
中
旬
、

特
別
徴
収
は
７
月
下
旬
に
郵
送

し
ま
す
。

特
別
徴
収（
年
金
天
引
き
の
人
）

　
年
額
18
万
円
以
上
の
年
金
を

受
給
し
て
い
る
人
は
、
年
金
支

払
い
の
際
に
介
護
保
険
料
が
あ

ら
か
じ
め
差
し
引
か
れ
ま
す
。

年
６
回
で
す
。

普
通
徴
収（
窓
口
払
い
の
人
）

　
年
度
の
途
中
で
65
歳
に
な
っ

た
人
や
、
ほ
か
の
市
区
町
村
か

ら
転
入
し
た
人
、
年
金
の
年
額
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南房総市役所を会場に狩猟免許試験が開催されます！
～イノシシ・サルは、自ら獲る～

　農林水産課　☎３３－１０７１

狩猟免許試験日程（後期）　　　　　　　　　　　　　					 　 　県安房地域振興事務所　☎２２－８７１１
  事前申込期間 申請書受付期間 試験日 種　類 定　員 ところ

第６回 ◦郵送受付（消印による先着順）
　（各回定員の2	割）
　	９月12日～９月13日の消印
のみ有効
　	９月20日までの到着分のみ
有効
　	同日の消印で定員を越える
応募があった場合抽選
	◦電子申請（先着順）
　（各回定員の8	割）
　９月17日	正午～９月18日

10月３日　　
～

10月11日

11月２日 わな猟 90人

県射撃場
（市原市）

第７回 11月３日 第１種銃猟 60人

第８回 10月25日
～

11月５日

12月７日 第１種銃猟 60人

第９回 12月８日 わな猟 90人

第10回
12月９日
～

12月19日
２月２日 わな猟 90人 南房総市役所

申請には、事前申し込みが必要です。事前申し込みは郵送または電子申請で先着順となります。

※受験できる回数は、後期（第６回～第10回）で１回のみとなります。
※ 郵送受付による先着順および県ホームページからの電子申請による先着順の両方に申し込みをした場合は、両方の申し込み

が無効となります。
※ 一般社団法人千葉県猟友会において、狩猟免許試験受験者を対象とした「初心者狩猟講習会」を開催しています（受講は任

意）。講習会の詳細や申込方法につきましては、千葉県猟友会ホームページをご覧いただくか、千葉県猟友会事務局（☎
０４３－２２２－６０３３）まで直接お問い合わせください。

有害鳥獣の捕獲
　有害鳥獣を捕獲して被害を防止する場合は、千葉県知事の許可が必要となります。
　市では、下記の動物について千葉県から捕獲許可を受けています。
　市の有害鳥獣捕獲従事者になると、有害鳥獣を自ら捕獲・処分することが可能となります。
　従事者になるためには、捕獲する手段（わな・銃）に応じた狩猟免許を取得後、	南房総市有害鳥獣対策協議
会に加入し、千葉県から捕獲従事者証が交付された後に有害鳥獣の捕獲ができるようになります。　
捕獲許可を受けている動物
　イノシシ、ニホンザル、アカゲザル、ニホンザルとアカゲザルの交雑種、ニホンジカ、タヌキ、ハクビシ
ン、アライグマ、キョン、ノウサギ、ハシボソガラス・ハシブトガラス、スズメ、ドバト、ヒヨドリ、キジ（オ
スのみ）、マガモ・カルガモ、カワウ

　市では、有害鳥獣による農業被害を防止するため、わな猟、第１種銃猟または第２種銃猟免許の新規取得
者に対して取得に要した経費を助成します。
補助対象者
　市に住民票を有する人で、わな猟、第１種銃猟または第２種銃猟免許を新たに取得し、南房総市有害鳥獣
対策協議会に加入した人

狩猟免許取得補助金について
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有
害
獣
防
護
柵
の
購
入
を
支
援

イ
ノ
シ
シ・
サ
ル
に

出
会
っ
て
し
ま
っ
た
ら
…

●
近
づ
か
な
い
！

●
刺
激
し
な
い
！

●
静
か
に
立
ち
去
る
！

狩猟免許更新の適性検査
　 　県安房地域振興事務所　☎２２－８７１１
申込期間（土日祝日を除く） とき ところ
６月 11日～６月 25日 ７月 ９ 日 千葉県南総文化ホール（館山市）
６月 13日～６月 27日 ７月 11日 千葉県南総文化ホール（館山市）
７月 10日～７月 24日 ８月 ６ 日 鴨川市総合運動施設（鴨川市）

※９月14日に有効期間が満了となる狩猟免許取得者が対象です。

申請手続き
　わな猟、第１種銃猟または第２種銃猟免許を取得した年度内に次の書類を提出してください。
１　南房総市有害鳥獣対策協議会入会申込書（市ホームページに掲載）
２　補助金申請書兼請求書（市ホームページに掲載）
３　狩猟免許試験申請費用の領収書の写し
４　初心者狩猟講習会受講料の領収書の写し
５　取得した狩猟免状の写し
　　（第１種銃猟および第２種銃猟免許の場合は、狩猟免状および銃所持許可証の写し）
６　本人確認ができるもの（運転免許証など）の写し

　
有
害
獣
に
よ
る
農
作
物
被
害
に
早
急
に
対
応

す
る
た
め
、
農
業
者
が
購
入
し
農
地
に
設
置
す

る
防
護
柵
の
材
料
費
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り

助
成
し
ま
す
。

補
助
要
件

▼	

１
か
所
あ
た
り
の
防
護
柵
の
設
置
延
長
が
、

１
５
０
メ
ー
ト
ル
以
上
あ
る
こ
と
。

▼	

防
護
柵
の
設
置
が
令
和
７
年
２
月
28
日
ま
で

に
完
了
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
。

▼	

防
護
柵
は
、
市
内
に
本
支
店
が
あ
り
、
店
舗

居
住
地
の
領
収
書
が
発
行
で
き
る
事
業
者
か

ら
購
入
す
る
こ
と
。

▼	

過
去
に
国
・
県
・
市
の
補
助
を
受
け
て
設
置

し
た
の
ち
、
耐
用
年
数
が
経
過
し
て
い
な
い

農
地
へ
の
設
置
に
は
原
則
補
助
で
き
ま
せ
ん

が
、
新
た
な
獣
種
に
対
応
す
る
た
め
防
護
柵

を
追
加
す
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。（
例
：
イ
ノ
シ
シ
用
防
護
柵
の
上
部
に

サ
ル
用
防
護
柵
を
追
加
す
る
）

▼
ほ
か
の
補
助
事
業
と
の
併
用
は
で
き
ま
せ
ん
。

▼
購
入
、
設
置
は
各
自
で
。

助
成
内
容

　
基
準
単
価
の
１
／
２
ま
た
は
材
料
費
の
１
／

２
の
ど
ち
ら
か
低
い
額
を
補
助
。

申
込
方
法

　
防
護
柵
を
購
入
、
設
置
す
る
前
に
必
ず
計
画

書
を
ご
提
出
く
だ
さ
い
。
計
画
書
用
紙
は
農
林

水
産
課
な
ど
に
あ
り
ま
す
。

　

イ
ノ
シ
シ
は
本
来
、
臆
病
な
動
物
な
の

で
、
何
も
し
な
い
限
り
襲
っ
て
く
る
こ
と
は

ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
が
、
急
に
動
く
と
驚

い
て
襲
っ
て
く
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
子
連

れ
の
場
合
は
特
に
注
意
が
必
要
で
す
。

　
サ
ル
に
は
エ
サ
を
絶
対
あ
げ
な
い
で
く
だ

さ
い
。
目
を
直
視
す
る
と
威
嚇
し
て
く
る
た

め
、
目
を
そ
ら
し
、
後
ず
さ
り
し
て
そ
の
場

を
離
れ
ま
し
ょ
う
。

　
市
街
地
に
イ
ノ
シ
シ
、
サ
ル
が
出
没
し
た

と
き
は
、

館
山
警
察
署（
☎
23	

―	

０
１
１
０
）

県
安
房
地
域
振
興
事
務
所（
☎
22	

―	

８
７
１
１
）

ま
た
は
農
林
水
産
課（
☎
33	

―	

１
０
７
１
）

に
す
ぐ
に
御
連
絡
く
だ
さ
い
。

補助対象経費および補助金額
補助対象経費	 補助率	 補助限度額

初心者狩猟講習会受講料 補助対象経費の 10分の 10以内 30,000 円	
狩猟免許試験申請費用	 補助対象経費の 10分の 10以内 5,200 円
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市民提案型まちづくりチャレンジ事業
～多彩な活動の１２団体を採択～

　市民課市民協働グループ　☎３３－１００５

　自主的、自発的に公益的な活動に取り組んでいる市民活動団体を応援する「市民提案型まちづくりチャレン
ジ事業」のチャレンジコースに提案した団体の公開審査会を、４月20日、とみうら元気倶楽部を会場に実施し
ました。今年度は「はじめの一歩コース（上限５万円）」に２団体、「チャレンジコース（上限30万円）」に10団体が
採択されました。採択された団体と提案事業の概要を紹介します。

①千倉里山技術研究会（千倉）～千倉の里山を第二のふるさと化プロジェクト～
　東京都市圏に住み働く人たちを対象に、南房総市での体験や活動を通じて、単なる観光ではなく第二の
ふるさととして毎シーズンや毎年訪れる場所をつくることを目指します。
②南房総子供ミライプロジェクト（富山）～南房総エリア学力向上プロジェクト～
　地域の小中学生を対象に英検などの無料授業や、ノートの取り方講座など、地域全体の学力向上、学習
意欲の向上を目指します。

① 里山素材研究所（三芳・３年目）～“バンブーグリーンハウス”プロジェクト2024「最終章」～放置竹林の課題解
決と竹のビニールハウスへの挑戦～～
　竹の活用方法を様々な形で挑戦し、持続可能な里山保全と資源の有効活用を実現する取り組みを実施します。
②南房総三龍亭（和田・３年目）～伝統話芸わくわくプロジェクト～
　伝統話芸（落語、講談、琵琶）の魅力を子供から大人まで幅広い世代に「鑑賞・理解・体験」をとおして、人生の
楽しみや個々の可能性を広げ、地域のさらなる文化の振興を目指します。
③歴史の郷へ応援団三原（和田・２年目）
　～三原郷（正木氏のふる里）の歴史探求、地域活性に繋げる事業～
　正木氏のふる里である、三原郷の歴史を探求するとともに、地域の歴史を市内外に発信し、PR活動を行います。
④丸山トラスト（丸山・２年目）
　～獣害対策従事者の安全性向上と負担軽減にIoTを活用！TRIG TRUST （トリグトラスト）Version.2～
　市内の有害鳥獣対策従事者の箱罠や括り罠に設置する発信機の製作により従事者の負担軽減と安全性の向上
を図ります。
⑤不登校親の会「だいじょうぶ」（和田・１年目）～学校が苦手な子の親の会「だいじょうぶ」～
　不登校の子供を抱えた親が、今の心配な気持ちや不安な気持ちを話せる場づくり、同じ悩みを持つ保護者同
士の繋がりを創る場づくりを目指します。
⑥花園楽宴（和田・２年目）～和田町花園　伐採士育成プログラム～
　特殊伐採技術（ツリークライミングなど）を使って、重機を使った作業が困難な樹木の整備を行うことで、里山
の再生・保全を目指します。
⑦安房國TV南房総支部（千倉・２年目）～映像とWebで地域PR！～
　南房総市内の観光情報や地域情報について、YouTubeチャンネルを通して動画として情報発信していきます。
⑧Flower Seed（千倉・３年目）～花と海と太陽の町プロジェクト　第４章～
　千倉町川口地区休耕田対策の応援を行い、花と海と太陽の町をとり戻し地域活性化を目指します。
⑨へぐりウェルネスツーリズム（富山・1年目）
　～豊かな自然とウェルネスツーリズムの魅力あふれる、へぐり周辺地域の活性化プロジェクト～
　「ウェルネスツーリズム」を体感できる平群周辺地域の魅力について、オリジナルマップおよびＷｅｂサイトを
作成してＰＲしていくことで、地域活性化を図っていきます。
⑩KIDS ARE BRIGHT PROJECT（富浦・１年目）～子どものためのサードプレイス作り～
　南房総の魅力を生かした子ども達の学びの選択肢と第三の居場所を提供するための勉強会および土壌作りを
行います。

はじめの一歩コース（上限５万円）　２団体

チャレンジコース（上限３０万円）　１０団体



132024年 6月号

健康推進課健康推進課 36-115436-1154

■丁寧に歯を磨きましょう
＊	歯ブラシは力を入れず軽く持ち、小刻みに動かして
磨きましょう。
＊	汚れが残りやすい歯と歯の間、歯と歯茎の境目など
は歯ブラシの毛先が届くように意識して磨きましょ
う。
＊歯磨きは１日３回、食後に磨く習慣をつけましょう。
＊	歯ブラシの毛先が届きにくい歯と歯の間は歯間ブラ
シやデンタルフロスを使いましょう。
＊	歯ブラシは、毛先が広がると汚れが落ちにくくなり
ます。１か月を目安に交換しましょう。

■生活習慣を見直しましょう
　不規則な生活によって免疫力が低下すると、
歯周病になりやすくなります。歯周病から歯を守
るため、バランスの良い食事や十分な睡眠など、
普段から健康的な生活を心がけましょう。よく噛
んで食べると、だ液の分泌が活発になります。だ
液には口の中をきれいにする作用があり、むし歯
や歯周病の予防につながります。
　甘くて口に残りやすいお菓子やジュースはとり
過ぎないようにし、間食も時間を決めて食べま
しょう。
■定期的に歯科検診を受けましょう
　かかりつけ歯科医を持ち、年１～２回程度、歯
科検診を受けるこ
とが大切です。む
し歯・歯周病の予
防や早期発見・治
療につなげること
ができます。

　歯を失う原因のほとんどがむし歯と歯周病です。歯周病は歯周病菌に感染して、歯肉などの歯を支える
組織が破壊される病気です。歯肉の炎症から始まり、歯の土台となる骨まで破壊され、最終的には歯が抜
けてしまいます。歯は適切な管理で一生使うことができる大切な器官です。いつまでも自分の歯でおいし
く食べ、元気に過ごすため、歯と口の健康づくりに取り組みましょう。

歯周病予防のポイント

令和６年度の標語：歯を見せて　笑える今を　未来にも

『歯と口の健康週間』です『歯と口の健康週間』です
６月４日～１０日は６月４日～１０日は

歯と歯茎の境目歯と歯の間
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え
て
い
る
場
合
は
、
課
税
限
度
額
が

税
額
と
な
り
ま
す
。

◦	

減
免
は
原
則
、
申
請
が
必
要
で
す
。

国
民
健
康
保
険
税
納
税
通
知
書
・
納
期

　

普
通
徴
収
の
納
期
は
年
８
回（
７
月

か
ら
翌
年
２
月
ま
で
の
各
月
）で
す
。

　
特
別
徴
収（
年
金
か
ら
の
天
引
き
）で

納
め
る
人
に
は
７
月
下
旬
に「
税
額
決

定
通
知
兼
特
別
徴
収
開
始
通
知
書
」を

送
付
し
ま
す
。
特
別
徴
収
の
納
期
は
年

６
回（
年
金
支
給
月
）で
す
。

　

な
お
、
納
税
義
務
者
は
世
帯
主
で

す
。
世
帯
主
が
国
民
健
康
保
険
に
加

入
し
て
い
な
く
て
も
家
族
が
加
入
し
て

い
る
場
合
、
世
帯
主
に
納
税
通
知
書
を

送
付
し
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
税
の
納
め
方

普
通
徴
収

　

平
成
26
年
４
月
か
ら
原
則
口
座
振

替
と
な
り
ま
し
た
が
、
口
座
振
替
が
困

難
な
場
合
は
、
納
付
書
裏
面
に
記
載

さ
れ
た
各
納
付
場
所（
市
役
所
窓
口
・

金
融
機
関
・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト

ア
・
ス
マ
ホ
決
済
ア
プ
リ
・
地
方
税
お

支
払
サ
イ
ト
）で
納
付
を
お
願
い
し
ま

す
。

特
別
徴
収（
年
金
か
ら
の
天
引
き
）

　

世
帯
主
が
国
民
健
康
保
険
の
加
入

者
で「
加
入
者
全
員
が
65
歳
か
ら
74
歳
」

な
ど
の
一
定
の
条
件
を
満
た
す
人
は
特

別
徴
収
と
な
り
ま
す
。

※	

特
別
徴
収
を
希
望
し
な
い
場
合
は
、

口
座
振
替
に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

離
職
し
た
人
の
軽
減
制
度

　

国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
で
、
倒

産
、
解
雇
な
ど
で
離
職
し
た
65
歳
未
満

（
離
職
時
の
年
齢
）の
人
が
、
雇
用
保

険
の
手
続
き
に
よ
り
認
定
さ
れ
た
場

合
、
国
民
健
康
保
険
税
が
軽
減
さ
れ

ま
す
。

軽
減
の
概
要

　
国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て
、
離
職

日
の
翌
日
か
ら
翌
年
度
末
ま
で
の
間
、

前
年
の
給
与
所
得
を
１
０
０
分
の
30
と

し
て
計
算
し
ま
す
。

手
続
き
に
必
要
な
も
の

　
「
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
」ま
た

は「
雇
用
保
険
受
給
資
格
通
知
」（
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
で
事
前
に
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
）

国 
民 

健 

康 

保 

険 

税 

納 

税 

通 

知 

書

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
額
決
定
通
知
書
を
送
付
し
ま
す

　
保
険
年
金
課

　
　

	

☎
33
―
１
０
６
０

国
民
健
康
保
険
税
に
関
す
る
改
正

税
率
の
改
正

　
広
報
５
月
号
で
お
知
ら
せ
し
た
と
お

り
、
令
和
６
年
度
国
民
健
康
保
険
税

の
税
率
を
改
正
し
ま
し
た
。
詳
細
は
広

報
５
月
号
ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

課
税
限
度
額
の
引
き
上
げ

　

後
期
高
齢
者
支
援
分
の
課
税
限
度

額
が
22
万
円
か
ら
24
万
円
に
引
き
上

げ
ら
れ
ま
し
た
。

子
育
て
世
帯
の
保
険
税
減
免

　
子
育
て
世
帯
の
負
担
軽
減
を
図
る
た

め
、
次
の
と
お
り
保
険
税
を
減
免
す
る

制
度
が
あ
り
ま
す
。

①
子
ど
も
減
免

減
免
の
対
象

　
国
保
に
加
入
し
て
い
る
18
歳
未
満
の

子
ど
も（
令
和
６
年
度
に
つ
い
て
は
、
平

成
18
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
人
）

　
※
未
申
告
世
帯
を
除
き
ま
す
。

減
免
の
内
容

◦	

均
等
割
保
険
税
額
の
２
分
の
１
を
減

免
し
ま
す
。

◦	

軽
減
措
置
対
象
世
帯
は
、
軽
減（
７

割
・
５
割
・
２
割
）後
の
均
等
割
額

の
２
分
の
１
を
減
免
し
ま
す
。

◦	

減
免
後
の
税
額
が
課
税
限
度
額
を
超

え
て
い
る
場
合
は
、
課
税
限
度
額
が

税
額
と
な
り
ま
す
。

◦	

減
免
の
申
請
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

②
産
前
産
後
期
間
の
保
険
税
減
免

減
免
の
対
象

　
国
保
に
加
入
し
て
い
る
出
産
被
保
険

者減
免
の
内
容

◦	

出
産
の
前
月
か
ら
出
産
の
翌
々
月
の

４
か
月
相
当
分
の
均
等
割
お
よ
び
所

得
割
保
険
税
額
を
減
免
し
ま
す
。
双

子
な
ど
多
胎
妊
娠
の
場
合
は
出
産
の

３
か
月
前
か
ら
６
か
月
相
当
分
を
減

免
し
ま
す
。

◦	

軽
減
措
置
対
象
世
帯
は
、
軽
減（
７

割
・
５
割
・
２
割
）後
の
保
険
税
額

を
減
免
し
ま
す
。

◦	

減
免
後
の
税
額
が
課
税
限
度
額
を
超

国民健康保険税納税通知書、後期高齢者医療保険料額決定通知書を
７月中旬に送付します。第１期の納期限は７月３１日です。納期内の納
付をお願いします。

市ホームページ
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後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
額
決
定
通

知
書
を
送
付

　
75
歳
以
上
の
人
と
、
一
定
の
障
害
が
あ
り

認
定
を
受
け
た
65
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
人
の

「
保
険
料
額
決
定
通
知
書
」を
７
月
中
旬
に

送
付
し
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
納
め
方

普
通
徴
収

　
普
通
徴
収
の
納
期
は
年
８
回（
７
月
か
ら
翌

年
２
月
ま
で
の
各
月
）で
す
。
納
付
書
裏
面
に

記
載
さ
れ
た
各
納
付
場
所（
市
役
所
窓
口
・
金

融
機
関
・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
・
ス
マ
ホ

決
済
ア
プ
リ
）で
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

新
た
に
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者

と
な
っ
た
人
は
、
加
入
か
ら
当
分
の
間
、
特

別
徴
収（
年
金
か
ら
の
天
引
き
）を
開
始
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
普
通
徴
収
と
な
り

ま
す
。

　
国
民
健
康
保
険
税
の
口
座
振
替
を
し
て
い

た
人
が
、
引
き
続
き
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

で
も
口
座
振
替
を
希
望
す
る
場
合
に
は
、
新

た
に
口
座
振
替
の
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

特
別
徴
収（
年
金
か
ら
の
天
引
き
）

　
７
月
下
旬
に「
保
険
料
額
決
定
通
知
書
」と

「
特
別
徴
収
開
始
通
知
書
」を
送
付
し
ま
す
。

特
別
徴
収
の
納
期
は
年
６
回（
年
金
支
給
月
）

で
す
。　

※	

特
別
徴
収
を
希
望
し
な
い
場
合
は
、
口
座

振
替
に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
詳

し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
内
容

　
　
　

　
被
保
険
者
全
員
が
等
し
く
負
担
す
る「
均

等
割
額
」と
、
被
保
険
者
の
前
年（
令
和
５
年

中
）の
所
得
に
応
じ
て
負
担
す
る「
所
得
割
額
」

の
合
計
額
を
も
と
に
、
令
和
６
年
４
月
か
ら

翌
年
３
月
ま
で
の
12
か
月
分（
加
入
月
数
に
応

じ
て
月
割
さ
れ
ま
す
）が
賦
課
さ
れ
ま
す
。

均
等
割
額　
４
３
，
８
０
０
円

所
得
割
額　
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
に

所
得
割
率
の
９
．
11
％（
令
和
５
年
中
の
賦

課
の
も
と
と
な
る
所
得
金
額
が
58
万
円（
年

金
収
入
額
２
１
１
万
円
相
当
）以
下
の
人
は

令
和
６
年
度
の
み
８
．
45
％
）を
か
け
た
額

令和６年度
国民健康保険税・後期高齢者医療保険
料納期限（普通徴収）

期別 納期限 期別 納期限
１期 ７ 月 31 日 ５期 12 月 ２ 日
２期 ９ 月 ２ 日 ６期 12 月 25 日
３期 ９ 月 30 日 ７期 １ 月 31 日
４期 10 月 31 日 ８期 ２ 月 28 日

軽減該当 　 　

種類 離職理由
雇用保険の受給
資格者証の該当
する理由コード

雇用保険の特
定受給資格者

倒産、解雇な
どの事業主都
合によるもの

11･12･21･22･
31･32

雇用保険の特
定理由離職者

雇用期間満了
などによるも
の

23･33･34

賦
課
限
度
額（
１
人
あ
た
り
の
保
険
料
の
最

高
額
）73
万
円（
令
和
６
年
度
に
75
歳
に
到
達

し
て
被
保
険
者
と
な
る
人
は
80
万
円
）

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
軽
減

　
世
帯
の
所
得
状
況
に
応
じ
て
、
均
等
割
額

の
７
割
、
５
割
、
２
割
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
会
社
の
健
康
保
険
や
共
済
組
合

な
ど
の
被
用
者
保
険（
国
民
健
康
保
険
お
よ

び
国
民
健
康
保
険
組
合
は
対
象
に
な
り
ま
せ

ん
）の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
人
は
、
均
等
割

額
が
、
加
入
後
２
年
を
経
過
す
る
月
ま
で
５

割
軽
減
と
な
り
、
所
得
割
額
の
負
担
は
あ
り

ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
世
帯
の
所
得
が
低
い
人

は
、
均
等
割
額
の
軽
減（
７
割
軽
減
）が
受
け

ら
れ
ま
す
。

※
軽
減
の
申
請
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

　
５
月
13
日
に
各
地
区
行
政
連
絡
員
の
役

員
を
集
め
、
第
１
回
行
政
連
絡
協
議
会
が

開
か
れ
、
本
会
議
に
お
い
て
、
次
の
と
お
り

役
員
が
選
任
さ
れ
ま
し
た
。（
敬
称
略
）

【
富
浦
地
区
】安
室
和
宏(

大
宮)

／
福
島
良

博(

深
名)

／
鈴
木
正
志(

原
岡)

【
富
山
地
区
】池
田
美
明(

平
久
里
下)

／
大

胡
豊(

市
部)

／
小
澤
靖
夫(

山
田)

【
三
芳
地
区
】渡
邊
孝
喜(

山
名)

／
田
村
善

嗣(

下
滝
田)

／
軽
込
晃(

川
田)

【
白
浜
地
区
】宇
山
久
男(

小
戸)

／
竹
田
博

男(

砂
取)

／
渕
辺
悦
治(

名
倉)

【
千
倉
地
区
】堀
江
正
敏(

平
舘)

／
田
中
一
男

(

白
子)

／
吉
田
孝
道(

川
戸)

／
小
笠
原
砂

男(

大
川)

／
平
井
道
雄(

南
千
倉)

【
丸
山
地
区
】渡
辺
稔(

岩
糸)

／
押
本
則
男

(

御
子
神)

／
網
代
一
夫(

真
野)

【
和
田
地
区
】齋
藤
健
一(

沼)

／
尾
形
博(

中)

／
鈴
木
和
美(

真
浦)

各
地
区
代
表
行
政
連
絡
員

行
政
連
絡
協
議
会
の
役
員
決
定

白浜地区
宇山　久男
（小戸）

会　長

和田地区
齋藤　健一
（沼）

副会長 役  

員  

紹  

介

※ 令和 6 年度の保険税（料）額については納税通
知書などでご確認ください。
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11
月
の
検
針
分
か
ら

水
道
料
金
を
改
定
し
ま
す

　
市
水
道
局

　
　
☎
44
―
４
６
１
１

　
　
三
芳
水
道
企
業
団

　
　
☎
22
―
３
７
８
２

　
水
道
事
業
は
皆
さ
ん
か
ら
い
た
だ
く
水
道

料
金
で
運
営
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

市
内
の
水
道
事
業
は
、
昭
和
30
年
代
後

半
か
ら
40
年
代
に
か
け
て
各
々
の
町
村
で
給

水
を
開
始
、
地
域
の
発
展
に
伴
い
数
度
に
わ

た
る
拡
張
事
業
を
行
い
な
が
ら
、
安
心
・
安

全
な
水
道
水
の
安
定
供
給
を
進
め
て
ま
い
り

ま
し
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
給
水
人
口
の
減
少
や
経

済
状
況
な
ど
の
影
響
を
受
け
水
需
要
が
長
期

的
に
減
少
し
て
い
る
こ
と
や
、
浄
水
場
・
配

水
施
設
の
老
朽
化
、
石
綿
セ
メ
ン
ト
管
の
更

新
、
危
機
管
理
へ
の
対
応
な
ど
、
様
々
な
課

題
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に

あ
り
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
も
安
定
供
給
を
確
保
す
る
た

め
、
平
成
30
年
４
月
に
現
在
の
料
金
体
系
に

改
定
す
る
な
ど
、
経
営
基
盤
の
強
化
に
努
め

て
ま
い
り
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
継
続
的
に
更
新
費
用
が
必
要
な

こ
と
や
、
様
々
な
世
界
情
勢
の
変
化
に
伴
う

物
価
高
騰
に
よ
る
経
費
の
増
大
な
ど
、
水
道

事
業
を
取
り
巻
く
環
境
は
厳
し
さ
を
増
し
て

い
ま
す
。

　
ま
た
法
令
で
は
、
３
年
か
ら
５
年
の
適
切

な
時
期
に
料
金
の
見
直
し
が
必
要
と
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
市
で
は
平
成
30
年
の
改
定
か
ら

６
年
が
経
過
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
、
市
で
は
、「
水
道

事
業
経
営
審
議
会
」に
お
い
て
、
令
和
５
年

７
月
か
ら
５
回
に
わ
た
り
、
今
後
の
経
営
と

料
金
体
系
に
つ
い
て
審
議
を
進
め
て
ま
い
り

ま
し
た
。

　
審
議
の
結
果
、
将
来
に
わ
た
っ
て
安
定
的

な
供
給
を
確
保
す
る
た
め
に「
水
道
料
金
は
、

平
均
10
％
程
度
の
引
き
上
げ
が
妥
当
」と
の

答
申
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

　
審
議
会
で
は
ほ
か
に
も
、「
市
内
で
は
三
芳

水
道
企
業
団
よ
り
供
給
を
受
け
て
い
る
区
域

が
あ
り
、
同
じ
市
内
で
料
金
格
差
が
極
力
生

じ
な
い
よ
う
、
三
芳
水
道
企
業
団
と
十
分
な

調
整
を
行
っ
た
上
で
料
金
改
定
を
行
う
こ

と
」「
使
用
者
に
対
し
て
は
、
十
分
な
周
知
期

間
を
確
保
し
た
上
で
料
金
改
定
を
行
う
こ

と
」「
高
齢
者
の
単
身
世
帯
な
ど
使
用
水
量
の

少
な
い
世
帯
や
、
地
域
の
雇
用
を
担
う
大
口

使
用
者
の
負
担
を
増
大
さ
せ
な
い
よ
う
な
配

慮
」が
求
め
ら
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
答
申
を
も
と
に
し
た「
南
房
総
市
水

道
事
業
給
水
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
」が
令
和
６
年
南
房
総
市
議
会
第
１
回
定

例
会
に
上
程
さ
れ
議
決
さ
れ
ま
し
た
。

　
今
回
の
改
定
で
は
、
令
和
６
年
11
月
の
検

針
分（
令
和
６
年
度
４
期
）か
ら
、
新
し
い
料

金
体
系
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
三
芳
水
道
企
業
団
の
給
水
区
域
で

あ
る
富
浦
地
区
・
三
芳
地
区
に
つ
い
て
も
、

令
和
６
年
12
月
の
検
針
分（
令
和
６
年
度
５

期
）か
ら
同
額
で
の
料
金
改
定
が
行
わ
れ
ま

す
。

　
引
き
続
き
、
皆
さ
ん
に
安
心
・
安
全
な
お

い
し
い
水
を
お
届
け
す
る
と
と
も
に
、
費
用

縮
減
と
経
営
の
効
率
化
に
努
め
て
ま
い
り
ま

す
の
で
、
ご
理
解
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。水道事業経営審議会の開催状況

開催日 主な審議内容

第１回会議 令和5年 ７ 月 29日 ◦	水道事業の現状と予
測について

第２回会議 令和5年 ８ 月 22日 ◦	水道事業の現状と予
測（補足）について

第３回会議 令和5年 10月 13日 ◦	水道料金単価改定試
算について

第４回会議 令和5年 12月 11日 ◦	水道料金単価改定に
ついて

第５回会議 令和6年 １ 月 29日 ◦答申（案）について

新しい料金表
水道料金表／２か月分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　			（税抜）

用途
基本料金 従量料金

メーター
の口径 新料金 現行料金 増加額 使用水量 新料金 現行料金 増加額

一般用

13mm 1,640円 1,474円 +	166円 1㎥～ 6㎥ 90円 86円 +	4円
20mm 3,160円 2,794円 +	366円 17㎥～ 40㎥ 220円 191円 +	29円
25mm	 4,600円 4,070円 +	530円 41㎥～ 80㎥ 270円 241円 +	29円
30mm	 6,320円 5,588円 +	732円 81㎥～ 200㎥ 320円 286円 +	34円
40mm 11,520円 10,164円 +	1,356円 201㎥～1000㎥ 360円 328円 +	32円
50mm 17,600円 15,510円 +	2,090円 1001㎥～ 430円 398円 +	32円
75mm 43,000円 37,884円 +	5,116円

臨時用 一般用と同じ 1㎥～ 430円 398円 +	32円
※ メーターの検針を２か月おきに行うため、水道料金も２か月分の請求になります。
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貯水槽水道の適切な管理をお願いします
　マンションやビル、大型店舗などで、貯水槽水道をお使いの場合、受水槽以降の設備・水質の管理は、建
物の所有者または管理者が行うことになっています。
　安全でおいしい水道水を水道事業者がお届けしても、受水槽が汚れていると安心して水道水を飲んでいた
だくことができません。
　なかでも、受水槽の有効容量が10㎥以下の小規模貯水槽水道は、水道法の規制を受けないため、管理が不
適切なものが見受けられます。
　受水槽の有効容量が10㎥を超える簡易専用水道は、水道法により１年以内ごとの清掃および検査が義務付
けられていますが、小規模貯水槽水道についても、有効容量10㎥を超える施設と同様に衛生管理をお願いし
ます。
▶水槽の清掃／１年に１回定期的に行いましょう。	
▶施設の点検／マンホールのふたの施錠、亀裂の有無、防虫網の設置などの点検を定期的に行いましょう。
▶水質のチェック／水の色や味、においなどに注意して、異常があれば水質検査をしましょう。
▶定期検査／管理状況について１年に１回定期的に検査を受けましょう。

貯水槽水道に関するお問い合せは・・・・
　●富浦・三芳地区	 	三芳水道企業団業務係　☎２２－３７８２
　●富山・白浜・千倉・丸山・和田地区	 	市水道局　☎４４－４６１１

　南房総市水道局や三芳水道企業団などの水道事業者から供給さ
れる水のみを水源とし、その水をいったん受水槽で受けた後、利用
者に飲み水として供給される施設の総称です。なお、まったく飲み
水に使用しない工業用水や消防用水，地下水（井戸水）を汲

く
み上げ

て受水槽に貯めている場合は、貯水槽水道ではありません。

貯水槽水道とは

　

教
育
長
の
三
幣
貞
夫
氏
が
、
こ
の

５
月
16
日
の
任
期
満
了
に
伴
い
、
４

月
30
日
に
行
わ
れ
た
市
議
会
第
１
回

臨
時
会
で
、
議
会
の
同
意
を
得
て
教

育
長
と
し
て
再
任
さ
れ
ま
し
た
。

　

新
し
い
任
期
は
令
和
９
年
５
月
16

日
ま
で
の
３
年
間
で
す
。

　

ま
た
、
同
様
に
、
教
育
委
員
の
庄

司
美
佳
氏
も
、
議
会
の
同
意
を
得
て

教
育
委
員
会
委
員
と
し
て
再
任
さ
れ

ま
し
た
。

　
新
し
い
任
期
は
令
和
10
年
５
月
16

日
ま
で
の
４
年
間
で
す
。

　
こ
の
た
び
教
育
長
と
し
て
の
重
責
を

さ
ら
に
担
う
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
新

た
な
思
い
を
持
ち
、
職
責
を
果
た
し
て

ま
い
り
ま
す
。

　

本
年
４
月
か
ら
教
育
委
員
会
に「
こ

ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
」を
設
け
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
の“
０
歳
か
ら
15
歳
ま
で
の

保
育
・
教
育
の
展
開
”を
更
に
拡
充
し
、

妊
娠
・
出
産
か
ら
就
学
・
進
学
・
就
職

ま
で
切
れ
目
の
な
い
子
育
て
支
援
の
展

開
、
市
の
特
性
を
踏
ま
え
た
教
育
環
境

の
充
実
、
子
育
て
世
代
の
交
流
の
場
づ

く
り
な
ど
に
努
め
、
安
心
し
て
子
ど
も

を
産
み
育
て
ら
れ
る
南
房
総
市
を
目
指

し
て
い
き
ま
す
。

　
ま
た
、
公
民
館
講
座
で
尽
力
い
た
だ

い
て
い
る
生
涯
学
習
推
進
員
の
活
動
の

よ
う
に
自
ら
企
画
・
運
営
に
携
わ
り
、

そ
の
知
見
や
経
験
を
生
か
す
生
涯
学
習

を
推
進
し
て
い
き
ま
す
。
文
化
活
動
や

ス
ポ
ー
ツ
を
通
し
て
、
市
民
の
皆
様
の

ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル（
社
会
関
係

資
本
）が
高
め
ら
れ
る
環
境
づ
く
り
に

努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

教
育
長

教
育
委
員
決
定

教
育
長就

任
あ
い
さ
つ

教育長
三幣　貞夫氏

教育委員
庄司　美佳氏
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177177 個人ボランティア（清掃活動）に個人ボランティア（清掃活動）に
登録しませんか？登録しませんか？

犬のフンは必ず持ち帰りましょう犬のフンは必ず持ち帰りましょう

　令和６年２月１日から、市内の公共の場の環境美化を促進することを目的として、個人のボランティア清
掃活動に、ボランティア袋を交付しています。
　ボランティア袋の交付を受けたい場合は、活動前にボランティアの登録申請書と誓
約書の提出が必要となります。登録は初回のみで、登録を抹消しない限り有効です。
対象となる活動／清掃活動（おもにごみ拾い）
活動場所／市内公共の場　　例）道路・海岸・河川・公園など
対象となる人／個人　　提出書類／登録申請書および誓約書
申請方法／窓口（環境保全課、朝夷行政センターまたは各地域センター）
　申請に基づいて、ボランティア台帳に登録し、登録番号を付与します。その後、ボランティア袋の交付
を受けて活動を行ってください（ボランティア袋の交付は毎回申請が必要）。なお、活動後のボランティア袋
は最寄りの清掃センターなどへの持ち込みをお願いします。持ち込みが難しい場合には、活動者が普段使
用しているごみステーションへお出しいただく事も可能です。ボランティア袋に登録番号を必ず記入いただ
き、ゴミ出しのルールに従ってお出しください。

　家庭の電気料金が値上げされています。太陽光パネルの設置が「電気代の大幅な節約」に繋がることをご
存じでしょうか？ 県では、みんなで集まり安心・おトクに購入できる、太陽光パネル・蓄電池の共同購入
事業を開始します。まずは、数分の無料参加登録で設置費用をご確認ください。
参加募集期間/ ～令和６年８月２８日

専用WEBサイト／ https://group-buy.jp/solar/chiba/home
　千葉県みんなのおうちに太陽光事務局 

 ☎０１２０－７５８－３００
 受付時間：10：00 ～ 18：00（土・日・祝日を除く）

太陽光パネル・蓄電池を共同購入しませんか太陽光パネル・蓄電池を共同購入しませんか

　フン・尿の後始末は飼い主の責任です！飼い犬のフンを放置したまま持ち帰らな
いとの苦情が多く寄せられています。飼い犬のフンや尿で迷惑している人は少なく
ありません。
　犬のフンの放置は条例違反となります。次のとおり散歩時のマナー遵守をお願い
します。
◦ 飼い犬を散歩に連れて行くときには、フンを回収するためのスコップやビニール

袋、尿を洗い流すための水入りペットボトルなどを持参しましょう。
◦ 散歩中にフンをしたときには、必ず自宅に持ち帰り、可燃ごみとして出すなど適

正に処理しましょう。
◦ 尿をしたときには、臭いが残らないように水で洗い流しましょう。
◦ 放し飼い、放し散歩は絶対にやめましょう。
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ペットボトルキャップ回収運動ペットボトルキャップ回収運動
令和５年度の回収量２，４２４kg令和５年度の回収量２，４２４kg

　ペットボトルキャップの回収にご協力いただきありがとうございます。
　昨年度の回収量は２，４２４ｋgとなりました。皆さんのご協力により、ごみの減量やごみ処理にかか
る費用の節約などに繋がっています。
　また回収業者を通じて、リサイクルメーカーへの売却益の一部が「ワクチン寄贈団体」に寄付され、
途上国へワクチンが贈られています。
お願い　
◆ 飲料のペットボトルキャップのみ回収しています。ほかのもの（調味料や漂白剤・洗剤の蓋、内側に

プラスチック以外のものが使われているもの、金属製のものなど）は、混ぜないでください。
◆シールなどが貼られているものは剥がしてください。
◆汚れのひどいもの、劣化のひどいものは燃えるごみとして出してください。
※ 市役所では回収に伺いませんので、環境保全課（市役所本庁）にお持ちいただくか、朝夷行政セン

ターまたはお近くの各地域センターまでお持ちください。

ご協力いただいた団体など

　このほか枇杷の葉クラブ、アイリスの里、加茂青壮年楽勢会、大房岬自然の家、市部ボランティア、
とみうら元気倶楽部、拓心高校ほか、多くの市民の人々にご協力いただきました。

富山小学校

富浦小学校

白浜小学校

内房商工会
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農
業
委
員
会
委
員
の
任
期
満
了
に
伴
い
、

新
た
に
農
業
委
員
19
人
が
任
命
さ
れ
ま
し

た
。

　
５
月
15
日
の
臨
時
総
会
で
は
、
農
業
委
員

会
会
長
に
加
藤
義
明
氏
、
会
長
職
務
代
理
者

に
は
石
井
正
人
氏
が
選
任
さ
れ
ま
し
た
。
ま

た
当
日
に
は
、
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員

26
人
が
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。

　
任
期
は
令
和
９
年
５
月
２
日
ま
で
の
３
年

間
で
す
。

富
浦
地
区（
２
人
）

三
芳
地
区（
３
人
）

白
浜
地
区（
２
人
）

富
山
地
区（
３
人
）

千
倉
地
区（
３
人
）

丸
山
地
区（
３
人
）

和
田
地
区（
３
人
）

農
業
委
員
会
委
員
紹
介

（
地
区
別
　
敬
称
略
）

農	

業	

委	

員

西
宮　
哲
也

山
口　
昌
宏

石
川　
由
利
子

真
田　
和
宏

篠
宮　
徳
也

長
谷
川　
せ
い
子

　
農
業
委
員
会
事
務
局

　
　

	

☎
33
―
１
０
８
１

和
泉
澤　
千
壽

会
長

加
藤　
義
明

加
藤　
晃
生

足
達　
崇

会
長
職
務
代
理
者

石
井　
正
人

平
野　
裕
一

磐
槻　
泰
夫

坂
本　
康
臣

穗
積　
優
子

岡
本　
秀
和

加
藤　
明

小
澤　
茂
樹

山
口　
美
芳
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農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員

富
浦
地
区（
３
人
）

千
倉
地
区（
４
人
）

三
芳
地
区（
５
人
）

白
浜
地
区（
２
人
）

和
田
地
区（
３
人
）

富
山
地
区（
４
人
）

丸
山
地
区（
５
人
）

大
場　
正
義

吉
田　
康
裕

御
子
神　
善
彦

鈴
木　
好
行

鈴
木　
嘉
嶺

眞
田　
滿

五
十
嵐　
大
介

笹
子　
勝
義

福
原　
啓
夫

笹
子　
正

生
稲　
正
弘

相
川　
英
一

中
村　
友
喜
生

庄
司　
清

多
田　
安

吉
田　
栄
治

西
尾　
光
年

石
井　
澄
子

川
﨑　
裕
史

新
田　
和
彦

軽
込　
晃

鈴
木　
浩
仁

大
森　
敏
明

鈴
木　
喜
行

座
間　
徹

吉
田　
幸
夫
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採
用
基
準

◦
覚
え
や
す
く
親
し
み
や
す
い
も
の

◦	

公
園
の
目
的
、
コ
ン
セ
プ
ト（
子
ど
も
た
ち
か

ら
高
齢
者
ま
で
の
幅
広
い
年
齢
層
に
わ
た

り
、
遊
び
や
健
康
づ
く
り
が
楽
し
め
る
公

園
。
地
域
の
賑
わ
い
や
憩
い
の
場
と
し
て
明

る
く
開
放
的
な
空
間
）な
ど
の
イ
メ
ー
ジ
を

損
な
わ
な
い
も
の

◦	

第
三
者
の
著
作
権
、
商
標
権
な
ど
の
知
的
財

産
権
を
侵
害
し
な
い
も
の

選
考
結
果

　
10
月
下
旬
に
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
公

表
し
ま
す（
採
用
者
に
対
し
、
結
果
を
通
知
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
）。

※	

そ
の
ほ
か
、

公
園
の
イ

メ
ー
ジ
の

詳
細
や
応

募
の
注
意

点
な
ど
は
、

市
Ｈ
Ｐ
ま

た
は
応
募

チ
ラ
シ
を

ご
確
認
く

だ
さ
い
。

　

下
の
二
次
元
コ
ー
ド

か
ら
も
応
募
で
き
ま
す
。

有料広告 有料広告

公
園
の
名
称
を
募
集
し
ま
す
！
　
学
校
再
編
整
備
課

	

☎
46
―
２
９
６
２

　

市
で
は
、
旧
南
房
総
市
立
南
三
原
小
学
校

な
ど
の
跡
地
活
用
と
し
て
公
園
を
整
備
し
て
お

り
、
令
和
６
年
度
中
の
完
成
を
予
定
し
て
い
ま

す
。
子
ど
も
た
ち
か
ら
高
齢
者
ま
で
の
幅
広
い

年
齢
層
に
わ
た
り
、
遊
び
や
健
康
づ
く
り
が
楽

し
め
る
公
園
整
備
と
、
地
域
の
賑
わ
い
や
憩
い

の
場
と
し
て
明
る
く
開
放
的
な
空
間
づ
く
り
を

目
指
し
て
い
ま
す
。

　
本
公
園
が
、
市
民
の
皆
さ
ん
を
始
め
多
く
の

方
々
に
親
し
ん
で
い
た
だ
け
る
も
の
と
な
る
よ

う
、
公
園
の
名
称
を
募
集
し
ま
す
。

応
募
方
法

　
応
募
フ
ォ
ー
ム
か
ら
の
応
募
、
ま
た
は
応
募

チ
ラ
シ（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
ま
た
は
、
市
民
課
・
朝
夷
行
政
セ
ン
タ
ー
・

各
地
域
セ
ン
タ
ー
窓
口
に
設
置
）に
必
用
事
項

を
記
載
し
、
郵
便
ま
た
は
窓
口
に
て
応
募
し
て

く
だ
さ
い
。
な
お
、
必
要
事
項
が
記
載
さ
れ
て

い
る
場
合
は
、
任
意
の
様
式
で
も
応
募
で
き
ま

す
。

【
必
要
事
項
】

①
公
園
の
名
称（
ふ
り
が
な
）

②
そ
の
名
称
に
し
た
理
由
・
想
い

③	

応
募
者
の
氏
名（
ふ
り
が
な
）、
年
齢
、
住

所
、
電
話
番
号

応
募
点
数

　

１
人
に
つ
き
１
点
応

募
で
き
ま
す
。

応
募
資
格

◦
市
内
に
お
住
ま
い
の
人
。

◦
市
に
愛
着
の
あ
る
人
。

応
募
期
間

　
６
月
13
日
～

　
　
７
月
19
日
ま
で

　
（
郵
送
の
場
合
は
当
日

消
印
有
効
）

名
称
の
選
考
方
法

　
応
募
が
あ
っ
た
名
称
の
中
か
ら
、
市
に
お
い

て
候
補
を
５
案
程
度
に
絞
り
込
み
、
そ
の
後
ア

ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
ま
す
。

応募フォーム

和田地区に整備中の公園の全体イメージ

選考段階 時期（予定）
名称公募 6月13日～ 7月19日
市による一次選考 7月下旬～ 8月末
アンケート選考

（二次選考） 9月中旬～10月中旬

名称選定 10月下旬

健康広場に設置される造形遊具
『クジラの親子のすべり台』
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総
務
課

	

☎
33
―
１
０
２
１

　
高
齢
者
支
援
課

	

☎
36
―
１
１
５
２

情
報
公
開
制
度

情
報
公
開
制
度

個
人
情
報
保
護
制
度

個
人
情
報
保
護
制
度

７
月
開
始

７
月
開
始

高
齢
者
の
補
聴
器
購
入
費

高
齢
者
の
補
聴
器
購
入
費

を
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度

　
市
民
参
加
型
の
市
政
を
進
め
る
た

め
の
制
度
で
す
。

　
市
民
か
ら
の
請
求
に
応
じ
て
、
市

が
保
有
す
る
文
書
を
原
則
公
開
し
ま

す
。

個
人
情
報
保
護
制
度

　
市
民
の
権
利
と
利
益
を
保
護
す
る

た
め
の
制
度
で
す
。

　
市
が
保
有
す
る
個
人
情
報（
本
人
の

情
報
に
限
る
）に
つ
い
て
、
見
た
り
、

誤
り
を
訂
正
し
た
り
す
る
権
利
を
保

障
し
ま
す
。

行
政
資
料
公
開
コ
ー
ナ
ー　

　
市
役
所
本
館
１
階
に
、
行
政
資
料

公
開
コ
ー
ナ
ー
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

　
市
の
計
画
、
刊
行
物
、
資
料
、
県

報
、
町
史
、
辞
典
な
ど
各
種
資
料
が

自
由
に
閲
覧
で
き
ま
す
。

　
聴
力
の
低
下
に
よ
り
、
日
常
生
活
に
支
障

の
あ
る
高
齢
者
が
補
聴
器
を
購
入
す
る
際
の

費
用
を
助
成
し
ま
す
。

対
象
者（
次
の
要
件
を
満
た
す
人
）

①	

市
内
に
居
住
し
、
住
民
登
録
が
あ
る
こ
と

②	

65
歳
以
上
で
あ
る
こ
と

③
市
民
税
非
課
税
世
帯
で
あ
る
こ
と

④	

耳
鼻
咽
喉
科
の
医
師
に
よ
り
補
聴
器
の
使

用
が
必
要
で
あ
る
と
の
証
明
が
あ
る
こ
と

⑤	

聴
覚
障
害
の
身
体
障
害
者
手
帳
を
交
付
さ

れ
て
い
な
い
こ
と

対
象
機
器
／
医
療
機
器
認
証
を
取
得
し
た
補

聴
器

助
成
額
／
購
入
費
の
１
／
２

　
　
　
　
（
２
０
，
０
０
０
円
を
上
限
）

申
請
書
類

①
南
房
総
市
補
聴
器
購
入
費
助
成
申
請
書

②
医
師
の
証
明
書

③	

医
療
機
器
認
証
を
取
得
し
た
補
聴
器
を
購

入
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類（
補
聴
器
購

入
の
領
収
書
、
保
証
書
な
ど
）

情報公開制度の運用状況（令和５年度）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（件）

実施機関 請求
件数

処理状況 審査請求全部開示 部分開示 不開示 不存在 却下など
市　　　長 ７１ ６８ ３ ０ ０ ０ ０
教育委員会 　１ 　１ ０ ０ ０ ０ ０
合　　　計 ７２ ６９ ３ ０ ０ ０ ０

個人情報保護制度の運用状況（令和５年度）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（件）

実施機関 請求
件数

処理状況 審査請求全部開示 部分開示 不開示 不存在 却下など
市　　　長 　３ １ ２ ０ ０ ０ ０
教育委員会 　１ ０ １ ０ ０ ０ ０
合　　　計 　４ １ ３ ０ ０ ０ ０

購
入
す
る
前
に
、
必
ず
、

高
齢
者
支
援
課
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い

親子きずなの教室 申込締切／７月４日

●乳児相談・幼児健診・教室 　 　子ども家庭支援室　☎４６－３１１２
内容 項　目 対象児または内容 と　き ところ

乳
児
相
談
・
幼
児
健
診

４か月児相談 令和６年２月生まれ
７月 19日

受付 13：50～ 14：00 三芳保健福祉
センター９か月児相談 令和５年９月生まれ 受付 13：00～ 13：10

１歳６か月児
健康診査

令和５年１月までに
生まれた２歳未満 ７月 23日

個別に通知します 千倉保健
センター

３歳児健康診査 令和３年２月 14日までに
生まれた４歳未満 ７月 11日

教
室

親子きずなの教室
（両親学級） 妊娠中の生活・出産の準備 ７月 ７ 日 ９：30～ 11：30

（９：15～９：30受付）
三芳保健福祉
センター
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図書館　　☎ ４０－１１２０
開館時間　９：００～１７：００

（水曜のみ  ９：００～１９：００）
休館日　　月曜日・祝日・年末年始図書館だより図書館だより

〒 295-0004　南房総市千倉町瀬戸 2340-5　https://www.city.minamiboso.chiba.jp/0000007208.html

　　

＜一般書＞
・俺たちの箱根駅伝　上・下 池井戸　潤
・覚悟せよ 矢野　　隆
・斬首の森 澤村　伊智
・対決 月村　了衛
・密室法典 五十嵐律人
・羅刹国通信 津原　泰水
・ひとつの祖国 貫井　徳郎　
・グリフィスの傷 千早　　茜
・Q＆Aで読む縄文時代入門 山田　康弘
・コレステロール・中性脂肪 
　　放っておくと「突然死」！？ 山下　静也

＜児童書＞-
・ エリック･カールのグリムどうわ 5つのおは

なし 　　グリム原作
・大阪万博1970 　　藤川　智子
・きゅうしょくたべにきました シゲリカツヒコ
・透明なルール 　佐藤　いつ子
・ ペット探偵事件ノート消えたまいごねこをさ

がせ 　赤羽じゅんこ
・せっかちなハチドリ 　　安東みきえ
・ねがいの木 　　岡田　　淳
・さかのうえのねこ 　　いとうみく
・釣って食べて調べる深海魚 　　平坂　　寛
・友だち関係で悩んだときに役立つ本を紹介します

河出書房新社編集

●●●●●●● 新着図書紹介 ●●●●●●●

◆おはなし会のよてい◆　絵本の読み聞かせに行ってみよう！楽しいよ！

  毎週水曜日（祝日を除く）は、19時まで開館しています。皆さんのご利用をお待ちしています。

名　称 と　き ところ
おはなしのたね ７月６日 10：00～11：30 三芳農業環境改善センター
千倉おはなし会「しおまねき」 ７月６日 10：30～11：15 市図書館
読み聞かせ教室 ７月13日 10：00～11：00 和田地域福祉センター「やすらぎ」
とみうら絵本だいすきの会 ７月14日 11：00～11：30 とみうら元気倶楽部
絵本おはなし会 ７月20日 10：00～11：00 子ども家庭支援室「ほのぼの」
おはなしだいすき「あひるの会」 ７月20日 10：30～11：30 富山岩井コミュニティセンター

※４月中に上記を含め、新刊本は２１２冊入りました。

「２０２４　えほん５０」そろっています！

　１年間に出版される１，０００点以上の新刊絵
本のなかから、公益社団法人全国学校図書館協
議会（SLA）絵本委員会が「ぜひ子どもたちに読ん
でほしい」と厳選した、「２０２４えほん５０」。

　図書館では特設コーナー
にそろえ、貸出をしていま
す。ぜひご覧ください！
　たくさんの優れた絵本と
の出会いの機会となれば幸
いです。
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　今月の行事をお知らせします。
　会場の記載のないものは、子育て支援施設　ほのぼ
の（南房総市珠師ケ谷1289番地13）で開催されます。
　また、子育て相談、幼児相談、ことばの相談などは、
随時受け付けています。お気軽にご相談ください。

にこにこひろばにこにこひろば
休 館 日　日曜・月曜日、祝日・年末年始休 館 日　日曜・月曜日、祝日・年末年始
開館時間　9:30 ～ 16:00開館時間　9:30 ～ 16:00

　ボランティアさんによる、絵本の読み聞かせが
あります。
と　　き　６月28日　11：15～

絵本の読み聞かせ

　にこにこひろばでは、親子が気軽に遊んだり、交
流したりして、仲間づくりをします。子育てについ
てわからないことや、困っていることはスタッフが
相談に応じます。
　0歳から就園前までのお子さんをお待ちしています。

  お願い…教室ほかイベントは、市内に住所がある人が対象です。申し込みが必要な行事は締め切りまでに申し込みください。

6 月 7 月こ そ だ て

 園庭開放に遊びに来ませんか
　市内５つの子ども園では、土日だけでなく雨天
以外の月～金の子ども園の保育中も園庭を開放し
ています。また、遊びながら子育ての疑問などに
お答えできるよう、ほのぼのの職員も各園を巡回
します。お気軽にご利用ください。

ところ と　き
嶺南子ども園 ７月10日 ９：00～14：00
富浦子ども園 ７月19日 10：00～15：00

ところ と　き
和田コミュニティー
センター ６月26日 10：00～15：00

千倉保健センター ７月３日 10：00～15：00

ところ と　き
( くま組・ぞう組 )
Ｒ 2.4.2 ～Ｒ 4.4.1 生まれ 6月25日

10：00
～

10：45

( ひよこ組・りす組）
Ｒ 5.4.2 ～生後 2か月 7月18日

( うさぎ組 )
Ｒ 4.4.2 ～Ｒ 5.4.1 生まれ
( くま組 )
Ｒ 3.4.2 ～Ｒ 4.4.1 生まれ
( ぞう組 )
Ｒ 2.4.2 ～Ｒ 3.4.1 生まれ

7月24日

　お子さんに関する心配や悩みなどがありました
ら公認心理師が相談を受けてくれます。お気軽に
ご連絡ください。
と　　き　６月30日　9：15～16：15
　　　　　７月25日　9：15～16：15

幼児相談 予約制

　お子さんのことばについて気になることがあり
ましたらことばの先生が相談を受けてくれます。
お気軽にご連絡ください。　	
	と　　き　７月11日　９：30～16：00

ことばの相談 予約制

　産後ケア・子育てについての相談がありました
ら助産師が受けてくれます。
と　　き　７月４日　９：30～11：30
	 ７月18日　９：30～11：30

助産師による子育て相談　　　

　誕生月のお子さんをみんなでお祝いします。
対　　象　６月生まれのお子さん
と　　き　６月28日　11：15～
締め切り　６月27日	

お誕生会 予約制

親子体操教室
　体操の先生と一緒に身体を動かして遊びます。
対　　象　歩けるお子さん

と　　き　６月26日　10：00～11：00	　
締め切り　６月25日　　　　　　　	　
と こ ろ　 和田コミュニティーセンター
　　　　　　（南房総市和田町仁我浦206）

と　　き　７月３日　10：00～11：00
締め切り　７月２日　
と こ ろ　 千倉保健センター
　　　　　（南房総市千倉町瀬戸2705－1）
　　

予約制

　南房総市図書館より絵本の貸し出しを行います。
と　　き　６月28日　10：45～11：15

絵本の貸し出し

　親子遊びや、製作などを紹介します。お友だち
づくりの場にもなっています。
定　　員　各回　10組程度

にこにこ教室　 予約制

　スタッフが地域に出向いて親子の交流の場を提
供する「出張にこにこひろば」を開設します。

出張にこにこひろば

子ども家庭支援室 ほのぼの
申 　 問  ☎４０－５１１１

※くま組・ぞう組はおはしの教室です（６月２５日）
※教室の前日までにお申し込みください
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	 		 そ
う
だ
ん

年金、保険などの国の行政全般に
関する意見や要望
と　き・ところ
７月10日　13：30～16：00　
　和田地域福祉センター「やすらぎ」
７月25日　13：30～16：00　　
　とみうら元気倶楽部
　秘書広報課

	 ☎３３－１００２

行政相談

相続など司法書士に相談できます。
と　き／ 7月18日	13:00～16:40
ところ／三芳農村環境改善センター
申込期間／６月21日から
定　員／５人	※先着順

　 　社会福祉協議会
	 ☎２９－３７２９

  法律相談

いじめ、家庭内の問題に関する相談
と　き・ところ
７月24日　13：30～16：00　
　和田地域福祉センター
　「やすらぎ」
　市民課	

	 ☎３３－１０５１

人権相談
介護・福祉・生活のことや権利擁
護などの相談
と　き／全地区
	 ８：30～17：00
	 平日（祝日･年末年始を除く）
地区／名称／連絡先
富浦･富山
　　／あんしんセンター富浦･富山
　　　　　☎２０－４５００
三芳／あんしんセンター三芳
　　　　　☎２９－３３５５
白浜･千倉（土曜日も開設します）
　　／あんしんセンター白浜･千倉
　　　　　☎２９－３７１１
丸山･和田
　　／あんしんセンター丸山･和田
　　　　　☎２８－４１６６

高齢者の総合相談窓口

里親制度についての相談。里親の
ことを知りたい、応援・支援した
いなどの相談にも応じます。
と　き／月～金曜日の
	 	 ９：00～17：00
　NPO法人子ども家庭サポート

　　センターちば（オレンジの会）
	 ☎２８－４２８８

里親相談
多重債務相談、サービス・商品に
関する相談・苦情
と　き／７月２日
	 ７月16日	※高齢者優先　
　　　　	10：45～16：00

　 　商工課	☎３３－１０９２
※	電話による相談：消費生活相談
専用番号
　☎３３－４３００へ。
※	相談日以外の電話相談：千葉県
消費者センター
　☎０４７－４３４－０９９９へ

消費者相談 予

税（所得税、法人税、相続税など）
に関する無料相談です。予約は毎
月末日が締切です。
と　き／７月９日
	 	 10：00～15：00
ところ／法青会館３階
　税理士会館山支部　

	 ☎２３－４１３２

税務支援相談 予

予 ／予約制

不動産に関する登記手続案内
と　き／毎週火・木曜日	
　　　　9：00～16：00

　 　千葉地方法務局館山支局
	 ☎２２－０６２０

　電話による
　　　登記手続相談

予 予

日 当 番 医７ 月 の 休
　　　　
安房地域医療センター	（☎25－5111）は、
毎日24時間体制で救急患者を受け入れていま
す ｡そのほかの当番医は次のとおりです ｡
７月７日
東条病院（鴨川市）　☎０４－７０９２－１２０７
平野眼科（館山市）　☎２７－３６３６
７月14日
館山病院（館山市）　☎２２－１１２２
花の谷クリニック（南房総市）　☎４４－５３０３
７月15日
富山国保病院（南房総市）　☎５８－０３０１
石川外科内科クリニック（鴨川市）　☎０４－７０９２－５２１０
７月21日
鋸南病院（鋸南町）　☎５５－２１２５
７月28日
館山病院（館山市）　☎２２－１１２２

　　

市 県 民 税 （第１期）

納期限７月１日の う ぜ い

※お支払いには口座振替が便利です。

マイナンバーカード夜間・休日交付
予約制

　平日の午前８時30分から午後５時までの間に、
カードの受取り場所へ事前にご予約ください。
次回の夜間休日交付
６月の休日交付／６月９日　
	 夜間交付／６月27日

　 　		富浦・富山・三芳地区に
	 	お住まいの人　
	 	▶市民課　☎３３－１０５１
	 	白浜・千倉・丸山・和田地区に
	 	お住まいの人
	 	▶朝夷行政センター　
	 	☎４４－１１１１

市ホームページ

５人
72人
120人
121人

総人口　34,451人（－68）
　　男　16,526 人（－ 31）
　　女　17,925 人（－ 37）
世帯数　16,909世帯（－２）

出生
死亡
転入
転出

じ ん こ う 5月1日時点5月1日時点（前月比）（前月比）
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掲
示
板

とき／７月21日　ところ／海上自衛隊館山航空基地
内容／・ヘリコプターの飛行展示
　　　・さまざまな種類のヘリコプターの地上展示
　　　・	そのほか大人から子どもまで楽しめるイベ

ントを多数開催！
※	悪天候の場合は、イベントを中止する場合があり
ます。
※	基地内に車両（四輪／自動二輪）の乗
り入れはできません。（公共交通機関
やシャトルバスをご利用ください）
※	イオンタウン館山および館山駅からシャトルバス
を運行します。
　	（館山駅からは、同日開催のたてやま海まちフェス
タ「耐震岸壁行」のバスにご乗車
ください。耐震岸壁から自衛隊
基地までは徒歩５分程度です。）
　詳しくは自衛隊ホームページを
ご確認ください。

　館山航空基地広報室　
	 ☎２２－３１９１（内線２０８）

海上自衛隊　館山航空基地　
ヘリコプターフェスティバル
in		TATEYAMA	2024を開催　令和６年度一般会計補正予算（第１号）が６月の市

議会定例会で可決され、一般会計予算総額は
２６６億６，３１８万７千円となりました。内容は、次
のとおりです。
〇一般会計補正予算　第１号
　歳入と歳出にそれぞれ６，０１８万７千円を追加し
ました。
　大規模自然災害の発生に備え、木造住宅の耐震化
補助制度の拡充および指定緊急避難場所の看板整備
に要する費用を追加補正したものです。
　企画財政課　☎３３－１００１

　丸山分庁舎および丸山公民館大規模改修工事のた
め、丸山公民館へ移転していた教育委員会の事務室
が、７月１日から丸山分庁舎に戻ります。公民館・地
域センターの事務室に移転はありません。
※	工事は、仮設事務所として使用していた丸山公民
館の仕上げ作業を行った後に完了（７月31日予定）
となります。
　管財契約課　☎３３－１０２２

令和６年度一般会計補正予算が可決

教育委員会の事務室が
　　　　　丸山分庁舎に戻ります

と　き／①７月25日　10：00～11：45
	 	 　13：00～16：00
　　　　②７月31日　14：00～15：30
ところ／①市役所別館１
　　　		②千倉保健センター
　健康推進課　☎３６－１１５４

献血を実施します

有料広告有料広告

昨年のイベントの様子　丸山公民館の改修工事が７月中に完了する見込み
となり、８月１日より再開する予定となります。工事
期間中は、大変ご不便をおかけいたしました。
丸山公民館利用開始：８月１日（見込み）
　再開にあたり、サークルなどを対象とした利用者
説明会を次のとおり開催します。
と　き／７月５日　10時～
ところ／丸山公民館　多目的室
　施設の予約方法や、特に夜間の鍵貸し出しについ
て説明します。丸山公民館利用を予定しているサー
クルなどはご出席ください。（１団体２名まで）
　詳しくは問合せ先までご連絡ください。
　丸山公民館　☎４６－４０３１

丸山公民館　再開のお知らせ
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　市には、法務大臣が委嘱した16名の人権擁護委
員がいます。
　４月１日付けで新たに２人の人権擁護委員が委嘱
されました。
　人権擁護委員は、人権啓発活動に従事し、人権相
談、市内小中学生を対象とした人権教室などを行っ
ています。

　再任

　水稲の病気や害虫の発生を予防するため、無人ヘ
リコプターによる水稲空中防除を行います。散布中
は、付近に近寄らないでください。
と　き／７月10日　富浦地区、７月12日　千倉地区
	 	 ７月16日　富山地区、７月17日　和田地区
	 	 ７月18日　富山地区・丸山地区
	 	 ７月19日　丸山地区、７月22日　三芳地区
	 	 ７月24日　白浜地区
　　　　全日４時から正午まで予定
※	丸山地区白子の一部（千歳駅の裏側）は千倉地区の
日程で行います。
※中止や延期のときは防災行政無線でお知らせします。
使用薬剤／ラブサイドＫ２フロアブル
そのほか／散布申込者は散布前に水田畦畔の草刈り
を行ってください。
　市植物防疫協会（農林水産課内）　

	 ☎３３－１０７１

人権擁護委員を委嘱

水稲空中防除を実施します

掲
示
板

有料広告有料広告

山口隆晴委員
（丸山地区）

松尾和子委員
（丸山地区）

　市民課　☎３３－１０５１

と　き／ 6月23日　13：30～15：30　
ところ／シーフードコート白渚
　　　　（南房総市和田町白渚４６３－６）
対　象／学校が苦手な子供を持つ
	 	 保護者　
内　容／茶話会　
参加費／飲み物代（ワンドリンク注文）

　 　公式LINE　親の会「だいじょうぶ」

　市では、在宅で介護を受けている人、またはその
人の介護者に対し、負担を軽減し生活の安定を図る
ため、介護用品（紙おむつ、尿取りパッド、紙パン
ツ）の現物を支給します。
対象者／ 65歳以上の要介護４または５と認定された
人で、次の要件にすべて該当する人。またはその介
護者（同居またはこれに準ずる状態にある人）。
①本市に居住し、住民基本台帳（外国人登録原票）に
　記載されている人
②在宅にて介護を受けている人
③前年度の市町村民税が非課税の世帯
支給限度額／１人１回あたり２５，０００円以内（年４
回、５月、８月、１１月、２月に現物支給）
申込期限および支給時期／７月10日まで（８月支給分）
申請方法／申請先に申請書と必要書類を提出してく
ださい。

　 　南房総市社会福祉協議会
	 本　　所　☎２９－３７２９
	 内房支所　☎３６－２２７６　
	 朝夷支所　☎４４－３５４１

親の会「だいじょうぶ」　参加者募集

紙おむつなどを支給します
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　国民年金基金は、自営業やフリーランスの人々が
ゆとりある老後を過ごせるよう、老齢基礎年金に「上
乗せする」公的な年金です。
　終身年金が基本となり、生涯にわたって年金を受
け取ることができます。支払った掛金は全額、社会
保険料控除の対象となり、税制上の優遇も受けるこ
とができます。
加入できる人
◦	20歳以上60歳未満で国民年金に加入している第１
号被保険者の人
◦	60歳以上65歳未満で国民年金に任意加入してい
る人
◦	海外に居住している人で、国民年金に任意加入し
ている人
　全国国民年金基金首都圏支部

	 ☎０５０－３６６５－０２０６

　今年度も「全国安全週間」が７月１日から７月７日ま
で実施されます（準備期間：６月１日～30日）。

　労働災害を少しでも減らし、労働者一人一人が安全
に働くことができる職場環境づくりのため、労働災害
防止対策の一層の推進をお願いします。
　また、熱中症予防対策については、『クールワーク
キャンペーン』を展開します。

　　老齢基礎年金に上乗せできます！
国民年金基金制度

今夏取組をお願いします！
～全国安全週間／熱中症対策について～

掲
示
板 　交通事故など第三者（加害者）によるけがなどで保

険診療を受ける場合は、被害の状況などを保険者へ
必ず届け出ることとされています。また、医療機関
へかかる際は、事故による受診であることを申し出
る必要があります。
　この届出により、国民健康保険で保険者負担分の
治療費を一時的に立て替え、後に加害者（第三者）へ
請求を行います。
　ただし、届出の前に「加害者（第三者）から治療費を
受け取った」「示談を済ませた」場合には保険診療を受
けられなくなることがありますので、お早めに保険年
金課へご相談のうえ、事故日から30日以内に必要書
類を提出してください。
　保険年金課　☎３３－１０６０

　ジェネリック医薬品（後発医薬品）とは、先発医薬
品（新薬）の特許が切れた後に販売される、先発医薬
品と同じ有効成分の医療用医薬品です。
　先発医薬品と比較して安価なものが多いため、患
者さんの医療費の自己負担が軽くなるとともに、保
険税の負担軽減にもつながります。皆さんが、将来
にわたって安心して医療を受けられるよう、ジェネ
リック医薬品の使用促進にご協力をお願いします。
　国保加入者で生活習慣病や慢性疾患などのお薬を
長期服用されている人などを対象に、現在処方され
ている医薬品をジェネリック医薬品に切り替えた場合
にどれだけ医療費の自己負担の軽減につながるかを
お知らせする「後発医薬品利用差額通知」を６月と11
月に送付します。
※	この通知は、切り替えを強制するものではありませ
ん。
※	変更にあたっては必ず医師・薬剤師にご相談くだ
さい。また全ての薬に対して後発医薬品が存在す
るわけではありません。
　ジェネリック医薬品差額通知コールセンター

	 ☎０１２０－５３－０００６
	 （土日祝、年末年始を除く９：00～17：00）　
	 	医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）「くすり相

談」（ジェネリック医薬品の品質・有効性・安全
性などに関する問い合わせ）

	 ☎０３－３５０６－９４５７
	 （土日祝、年末年始を除く９：00～17：00）
	 保険年金課　☎３３－１０６０

交通事故によるけがなどで病院に
かかるときは・・・

活用しましょう！
ジェネリック医薬品

　スローガン
『危険に気づくあなたの目
　　そして摘み取る危険の芽
　　　みんなで築く職場の安全』

有料広告

術後すぐに仕事や運転等生活でメガネが必要な方、
一旦、現状の眼に合わせて作製し、その後半年間は
度数変化があった際のレンズ交換が無料でできます。
眼科医からの処方箋をご持参ください。あああああ

白内障など手術直後の
メガネのあんしん保証

当店は国家資格、眼鏡作製技能士の在籍店です

本 店: 22-3388
イオン店: 23-7878
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　江戸時代の中期、現在の富浦町福澤にあった金
か な お や
尾谷村

むら
という村

落に、忍足佐内（1729～1771）という名
なぬし
主がいました。佐内が

名主を務めていた頃の金尾谷村は、雨水に頼った水田が多くを占
めていたので、明

めいわ
和5年（1768）から明和7年（1770）にかけて

全国的な干ばつが発生すると、甚大な被害を受けて飢
ききん
饉になりました。

　そのため、近隣の村の人々と一緒に、領主である勝
かつやまはんさかいけ
山藩酒井家の陣

じんや
屋（現在の

鋸南町勝山）まで行き、年
ねんぐ
貢の減

げんめん
免を願いましたが、財政難の藩はこれを聞き入

れず、対応に当たった奉
ぶぎょう
行や代

だいかん
官から賄

わいろ
賂を求められたといいます。賄賂を拒ん

だ佐内は、村を代表して勝山藩の江戸屋敷まで行き、越
おっそ
訴（正規の手続きを踏ま

ない訴え）をしました。しかし佐内は、悪政が露
ろけん
見することを恐れた奉行たちに

一
いっき
揆を企

くわだ
てたとして捕らえられ、明和8年（1771）に四

し ほ う ひ
方引き回

まわ
しの上、金尾谷

村近くの河原で打ち首にされました。その後、この事件は幕府に知られ、奉行た
ちは処罰されています。
　現在、佐内が最期を遂げた河原は、護

ごがん
岸工事により当時の面影を失いましたが、

佐内を供養する小さな地
じぞうぼさつざぞう
蔵菩薩坐像が祀られています。また、殉難の地の近くには、

佐内の事績を称える顕
けんしょうひ
彰碑があります。
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～南房総市内の文化財を紹介します～　～南房総市内の文化財を紹介します～　 　教育委員会生涯学習課	☎教育委員会生涯学習課	☎46－296346－2963
○○9393

シリーズシリーズ

・マナーを守って楽しく見学しましょう。
・ 見学する時は、所有者・管理者の指示に必ず従ってください。

　・ 顕彰碑は常時公開。殉難の地（地蔵菩薩坐
像）は、私有地内なので立入禁止。

・トイレなし／駐車場なし
公開

市指定史跡市指定史跡

所在地／富浦町福
ふくざわ 

澤390-3（富浦地区）
所有者／個人

忍 足 佐 内 殉 難 の 地
お したり  さ な い じゅんなん ち

村を守ろうとした義民の最期の地

殉難の地の近くの顕彰碑

殉難の地にある地蔵菩薩坐像


